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|論説 ii

現代中国における 「司法」 の構造(2) 
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4 その後の厳打

H なぜ裁判が道具となるのかつ

る 中凶における裁判制

G 裁判J~道具」の構造

終市

基本概念の整理

本早では論述のイ更を図るため、本市I~Jの考察に関連する基本概念をあら

かじめ整瑚しておく c 以卜では、 111刑事司法の担い手、 (21制裁制度、 (31

川辛子続、そして川市本にはない立法解釈および司法解釈と呼ばれる制

度の 4点を概削 tるc

1.1 刑事司法の担い手

本節では国家機関を巾心に、 IJI)事司法の1Bい子としてとのようなアク

ターがし、るのかを児ていくれ以下ではま F、(11党がどのように刑l事司法

に関わっているのかを見る。次に、 (2)ド|家機関の編成原理である人民代

表大会市1) (以下、「人大制」と略すjを概観した後、そこにおける「裁

判!の独古」の内容を見る。その後、 (3川1)11司法のポたる仰い子となるド|
家機関、および(4)いわゆる[大衆的円治組織]を概観する。

1.1.1 中国共産党

憲法的文第7段併に「中l五|各民族人民は引き続き中ト正問屋党の指導卜で、

マルクス・レ ニン主義、 E沢東思想、の導きの下、人民民主主英独裁を堅

持し、社会I義の道を間持し、絶え闘なく社会オて義の?干制度を整備し、社

会主義的民主王義を発民させ、社会主義法制を健全化L......J という規

定があり、憲法人|川に対する「党の指尋」が訟められている(なお、「指

導」とは[領導]の訳語である、円本では一般的に「指導」と訳されて

いるため、本稿でも原則として Cj日導」と訳す。ただし、[領辱]は本来

的には上下の命令・服従関係がある場合に用いられるタームであり 1、

"肖兄津監「現代中WU)紛争と法， (耳モボ大学出版公、 1998イ1) 8 Ro 

北法57(3-40:;)1399 [134] 
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このニコアンスが濃)早なときは「指示」ないしは「拍J軍」と記す)c し

たがって、また実態から見ても、党組織は刑事可法の担い千というより

も、これらのまとめ役と表況した方が適切である。

刑囚司法に関連する主な党五回iといえば、中央lこおいては党叫，(J刻悼閥閑 lフ)

である党巾央委員会(j;.(下、「党巾央」と呼ぶ)、巾央政法委員会、巾央

社会治安綜合治理委員会がある c

中央政法委員会は1980年 1月24円、党中央の決定により設置され(前

身は中央政法小組、その任務は以卜のIi点とされた。(1)中央の指導

の下、全国の政法業務[政法て作 "1)に関する重大問題を検討し、巾央

に提案すること、 C?)1干地から常せられる政法業務に闘寸る照会を中央が

処理する際のサボ ト、必政法各部門のi古肋を調整し、これらに共通す

る全局的な問題について、中央の方針、政策、指示に某っき、認識を統

し、統的に丙ljiljjを立て、行助を統すること、必巾央の)J針・政策、

同の法令を徹底執行しているかの制杏・研究、⑤政法隊{百の組織化状況

および，思想、状況の調査・研究、仮巾央から指示された他の活助、である l引に

また、巾央社会治安紙、合治」甲委員会は、 1991午3月21日、党中央によ

り設置された。これは党中央・凶務院による全|斗の[社会治安結合治理]

活動に対する指導を補助するための常設機構と位田ワけられている (6)

( [社会ifi'b:綜合治理]については役述2.2.1参照。 以 l¥「社会治夫総

合対策」と呼ぶが、法令・組織名は原丈どおりに表記するし

地hにおいては地ん各紙(県クラス以上)に党委只会があり、その「

2: J~l需には、「党の段高折導機関は党の全同代以大会およびそれが選附した

中央委員会であるJ(中回比斥党規約111条3号1段。 o.下、「党規約」と略よ)η
出建国初期に政的 1)，に"生置された政治法律委員会がそのル ツであるっ中央

および地方の政U委員会の歴史については、林中葉編『名級党委政U委的職HE
止宏観政法 If干巴(中凶長安山版社、 2004c4')64 -i8民を参l:ftiされたい

川 「政i1、業務とは、党委員会およびその政iJ、委員会の統 的指J宇の下で、警
察、検察、裁判断、 IIJ法行政、国家安全などの部門が分担協力し、共10Jで国の

刑事、民事、訴語、同家安全などの基本法を実施する[:.L1乍]であるJ 1.同l

R頁んなお、[工作]とは活動、装務、仕事などをロ、昧する

『公安大事!~-見 .1.18 良。

:n;. lFiLf辛子F鑑(1992)4889-890頁ハ

[135J 北法~7(3.402) 13D8 
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には同政法委員会および同社会治安材、合治理指導機構が設問される。 後

者については、郷クラスヤ[街道]にも設置するようJ刷、されている IT'

|何者の役割および位世づけについては、「各級政法委員会は党委員会が

政法業務を指導するための参謀助手であり、党委員会が政法業務を指

導・調整するための重要な部門であるへと、また地方各級社会治安説、合

治理指尋機構は「党委員会および政府カザ口合対策活動を指与するための参

謀および助手であ(る)J '"とされているc なお、県クラス以上において

は、両者は[合署排公J(組織の 体化)を行うよう指示されているけ0)

1.1.2 人民代表大会制の原理一一「裁判の独立」も合わせて

憲法3条1項は、「国家機構は民王集中制の原則を実行する」と定め、

三権分立制]を原糾的に白「定 tるc中同において「民主集中市IJの原同IjJは、

兵体的には人大制として制民イヒされているに

人大市IJにおいては、「中華人民共和問の全ての権力は人民に!唱するJ(同

法Z条1項)とされ、「人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表

大会および地方各級人民代表大会であるJ(同条2J1'1)とされる ηつまり、

人大は全ての悼|家権}J(例えばニ権分¥'/でいう J法権、司法権および行

政権)を 子に握る全権的機関ごあるとされている。ここから、全国人

大は最高1"'1家梓}J機関であると (57条l而段)、また地右各紙人大は「地

方白治機関」ではなく、地方国家権力機関であるとされる (96条1J:s:)UU， 

c (人大制)の特i設は、まず人民が法に従いft去を選出してド|家梓}J

機関を構成し、それから権力機関が他の国家機関を設置し、共同で国家

政治権}Jを行使する).'1にあるJ(1二。すなわち、|斗家梓力機関である人大

は、巾央であるか、また地方であるかを問わず、人民の「民主的選挙に

中共中火丈献制「究室編''l'共中火、凶務院同於1J11~ffi社会治安綜合治理的決

定J(1991年2片山口)I十三大以来 亘要文献選禍(下)巴(人民間版社、 1993

年)14円()良

おJ 手械基キ編 J公dム政治理dli (111[+..1人民公dム大ザ，'1"，版社、犯ω年)199:R。
{り前tiJ注 (7)1450頁。
川，1 ]riJ上。

け" c巾 ~U、入門J 89頁。

日 ~'I 歪相、ド田乾ん元・李Iîi/官、ョ主任法学， (法律山版社、 20(旧年)207員一

北法57(3'401)1397 [136] 
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より組織され、人民に対して主任を負い、その監廿を受けるJ(3条2:J頁)c 

そして、 '1川家行政機関、裁1"Ji機関、検察機関は、いずれも人民代表大

会により組織され、それに対して責任を負い、その監督を受けるJ (同

条3項)。また、中央と地んの闘係については、「中央と地hのl川家機構

の職権の区分は、中央の統 的指導の下における地方の白王件、積極↑牛

を十分に充揮させる原則に従う J (1百i条4項)とされる。

ところで、上の引用丈では、人大は国家行政機関、裁判機関、検察機

関と「共同で同家政治権力を行使する」とされている c しかして、その

巾身については、「他の国家機関の権限は、全国人大が国家権能の分莱

の実際的ご一ースに某っき、憲法およひ、法律の形式でJ立与したものであり、

性質上、国家権力を管掌しているのではなく、国家権力を執行している:1:1'

とされている c つまり、「共同で行使する」といっても、それは人大が

分業の立、要性にLL、じてそれぞれに授守した権限を行使しているにすきや

「、行政機閥、裁判I機関および検察機関は、人大の執行機関にすぎない。

郭道昭による「国の政治システムにおいて、あらゆる権力は人民代表大

会に集巾し、司法権の原権(ないしは北口市的に「所有権」 原幻も人

民代表大会に帰属(する)J ，1-1という指摘は、こうした人大制の理解の

JJ!Jけとなろう。人)(制は、この占でつ権分立とは原」甲的lこ)'(なる η この

ことは司法も例外ではなく、人大制の|、においては、同法梓の独山は「原

岬論的にも制度的にもあり得ないと伺念される」川。

とはいえ憲法上、「裁判lの独、'i.J なるものが認められてきた。 1954年

9月初日採択・地fJ-の憲法(以下、 154午憲法」と呼ぶ)78条は「人民

裁判所は独山して裁判をf丁い、法律にのみ fÎ~ う」と (54年裁判所法 4 条、

79年裁判所法4条も同じ)、また現行憲法126条は「人民裁判所は法律規

定に回らして独すして裁刊住を行使し、行政機関、社会団体および個人

の干渉を受けない」と定める(況行裁判所法4条も同じ。なお、 1975年

1月17tIと1978年3月5tIに改11された憲法は、ともに「裁'1'1)の出(.V_J

1:1)同 I.1G3-'lGHi。

: 14)郭道町「実IJ司法独立ワ;1'WJ司法腐敗」法律科学1999年1則7頁
は:，1木WDh皇 1，い凶の裁判制度と『裁判の独¥'， l1K目1) 法学論争からみたそ

の特徴と問題白」法律論議72巻 10. (1997年) 4頁A

[137J 北法~7(3.400) 13問
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を規定しなかったい裁判権を独立して行使する主休は人民裁判所であ

り、いわゆる「裁1'ljの似す」の実質は「人民裁判l所の独¥rJである，.16' 

その意味は、「より具休的には制々の人民法院(裁判所)申{止の独立を

J旨しており、わが|川のような二権分¥r.市IJ度のもとでの裁円l機関の出(.¥7.を

指すものではない}また一方で、ソ連におけるような『裁判員の独立」

をj見定するものとも異なり、 I己主集中市IJの原則に朱づく集凶J旨辱体制の

もとで、裁判員個々の独立はTi定されている (1，'カッコ内は!阜、丈)と
いうことである c つまり、個々の裁判所は対外的には独立しているが、

その内部においては、「民主集巾制の!阜目IJに基づく集JJJ指導体制」が採

られているという注目Ijである〔そして、「集団指導体制」の具体的制度は、

後述 (1.3、6.2参照)する裁判委員会討議制および、所長者査制であるじ

なお、この「人民裁判所の独立」を実質的内容と寸る「裁判の独立」

と「克:の指導」は、 比すると緊張関係にあるように恩われる υ しかし

中岡においては、裁判所が独立して裁判を行うためには党の指導による

保証が不可欠であるけ約、という 見奇妙なロジ yケに基つ、き、両者は

整合的なものとして説明されている"19' 

1.1.3 国家機関の構成

木項ではliij項で見た人大制に基っき、 JIIJ1l'司法の仰い千となる|孟|家機

関がどのように構成されているのかを概観 fる。以下では、ま F行政区

山およびクラス(級)を説明する(I)。次に、各級人大を軸として、

これと他の国家段閑の関係を見る(II )。最後に、同 系統の国家機関

内における中目立関係を見る(皿)。

1(;)同ト 2頁。

i 17' 問中信行「中困における裁判の独止と党的指導 1%4年一1981年 」季刊

'1'刊研究5号 (1986{ド) 19~5OE~ 
11))例えば、「全国政法工作会議紀民(節録)J (1982年お月12日)r司法手11げ(2)

295..8。

けリj 現在のJt崖党支配体制lの下では、党の庇手堅を受けることにより、外部から
の十渉からは独立できる、ということである{しかしたとえ ξうであったとし

亡も、「干渉が直接党委員会から来たとき はどうするのかワ」という問題

が残る(曲新久 T刑事政策的権力分析巴(中国政法人4学山版社、引)02年)176頁し

北法57(3忠則)1395 [138] 



I 行政区画およびクラス

図1-1 行政区画のヴラスおよび地方各級人大

省タラス 巨盃亘面D
地クラス g亘至H1fflI l:辰五..

県タラス

|蝿轄区| '街道 l

郷ヲラス ヨ盃面
Wr典長岩剣 H巾同人J(代表大会制度 l、第4版)I (叫仲11'1版朴、 2003
年)218員附!，G.ll'J;夫一戸編 1-1111Ji.11t政;;"J典ー (上刑字書1'1'，
l阪社、 1的ot)70買をπに作成υ

*実組内には人大が設置され、山組内には人大カ守止置されず、 l級
JZ附の派出械情がib:d'かれる

ー込 門
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憲法幼条によると、全国の行政区両は次のように分けられる。 CD全国
を省、目ifilメ、直特市に(1項 l号)、③省および白治|メを目治川、県、

自治県、 dlには号)、@県および白治県を郷、民族郷、鎮には号)、

む直軟市および比較的大きな市[較大的市]を1"、県に(2項11リ段)、

⑤自治州を県、自治県、 IIJに分ける(同尻絞段)、と。そしてこれらの

行政1"凶に人大が設置される (95条)c 

民政部区書Ij地名司は、以上の地方行政区画を(1街、クラス(省、自治区、

直轄市)、②地クラス(地クラス市川、白治州)、③l早クラス(市轄レ〈、

:UJ 窓辺、卜、直轄市を陪:き、「市」は「区」の有怖を主主準として、「区を情く市」

[設|メ的市]と 'Ix.を置かない市J [不設|メ的市]の之祖顎にうrけられている(9i
条1J耳など)。前昔は「県、I7J(貼クラス)の l級卜、 f走者は峠クラスずあり、

ここでは ξれぞれ「地クラス布」、「県クラス布」に相当，.ると考えられる{た

だし、実際には例外的に「院を置かない地クラス市」も存在する(憲法・法律

上、疑義がないわけごはない)ため、それぞれ完令には 放していない内に留

意されたい

[139J 北法~7(3. :;:J8) 13D4 



現代巾囚における「司法」の惜五0:'-2I 

県クラス 1[1、県(旗、円治県(円治旗))、③郷クラス(鎮、郷、民

族郷jの4クラスに分ける(省地県知w円。地克芥級人大のクラ
スもこれと同様に、省、クラス人大、地クラス人大(c::-))、県クラス人ん、

郷クラス人大の 4クラスがある{叫c

ただし、全ての地方の各級人大がこの4クラスで構成されているわけ

ではなく、地クラスの「地lメ」、「盟J(内モンゴル白治1"にのみ存在する)

には上級政府の派山機構が置かれるだけで、人大は設置されない(地方

弁級人民代表大会および地方件級人民政府組織法(1979年 7刀i日ぼ択、

IS必年[2月[IJ日改正、 [986年 [2月Z日改正、 1995年 2月28日改正、 2似)4

21' 肱」および 'U治旗」は、内モンゴル山治包にのみ設置されどおり、そ
れぞれ県および自治貼に相当する

内 r法律年館 (201J:J)~ J:J4o~1349頁 このほか、②崖/りんヱ編 T中国民

政計j典1111紅計書問版社、 1990年)70頁、勾何円強 l当代'1'岡地h政げI1 (江、
点市等教育出版社、 1994年)58頁参照cなお、民政部は I1"J政区間の最高部門」

といわれている(劉君徳主編「中凶行政|メ劃的理論与実践， (華東帥範大学山

版壮、 19何年)90頁(同執筆))。

四，区を置く市・山治州人んJ [設区的市、 ui古川人民代表大会]、「区を置

く市クラスJ [j註限的市級]と表ロ己されることもあるが、本稿では「地クラス

人大」と呼ぶ口
:2_'11
集定印j了中凶人民代表大12制度(前 4版1 (法律出版社、 2003イn2168" 
なお、これまで、日本における中国u、の代表的な概説古は、地方人大を省 県
郷の 3クラスと説明してきたれ中国法人門dl 93、95貝、「現代中国法人門』

72~73 、 75頁、 J 現代1]'同ì1、 dl 57頁)。これは、地クラス行政17而がl且川として
地区(鼎)であり、これらは人大が設問されるqJ'l改区町ではないとめ(憲法95

条)、事実|、地クラス人大が例外的存立になっていると与えたからだと盟、わ

れる j しかL、19お年から全国的に市に県を管轄させる改正[市管県]が民間

され惚リ君徳.HIJ掲i+(22) 371 ~376R (劉君徳・斬潤成執筆))、 l地|えの(地

クラス)市への改編J [地己主巾]などを通じて、地クラス市が大幅に増加した。

19前年段階において、地クラス市およびU治州は197単位あり、地クラス行政

R画。)(i ，&IJ余りを占めるようになった (1法律年鑑(J987)1 50，1只参l開)， 2003 

年+'，見在においては、地クラス市および['[治州は312単位に町え、地クラスj1 

政い〈幽全体の93.7%を占めるに主った('法律イl鑑 (2001)，1079民主主照j。現

状では、ほとんどの地クラス行政区阿に人大が設問されていることになる c そ

のため、本稿では地占人人を有地県郷の 4クラスで説明守るつ

北法57(3-397)1393 [140] 



ー込 門

i附，，'己

年10月2i日改正)侃条、以下、「地方組織法」と略すーなお、県・自治

県と郷クラスとの聞にfすする「県轄|メ」、|メを置かない市・市轄レ〈の十

に情かれる「筋道」にも上級政府の派山機構が情かれる九この場合、

省クラス人大の卜の人大は県クラス人大となる。また、直轄市には地ク

ラスに相当 tる行政区画均三什在Lない :2:" なお、全体としては、「地方

行政レ〈同|体系はー .3クラス市1I(省県 郷)および4クラス市1I(省

地県郷)を王とする併存制である」仰とされているυ 以上のことを

まとめたものが凶 1-1である c

11 人大と他の同家機関の同係

EおよびEでは図 1-2を参照しながら論をj住めていくじ

先述のように人大には、最高同家権力機関である全同人大、および地

h国家権力機関である地)j各級人大(4クラス)があるυ 全国人大およ

び県クラス以卜の人大は、常設機関である常務委員会を設置する(憲法

57条後段、 96条 2項) (以下、市務委員会を「叶;委会」と附すんなお、

各級人大聞に指導関係は存在しない (27'

人大は「悼|家行政機関、裁判l機関、検察機関」を組織する(3条3項)コ

具体的には以下のとおりである。

ト五|家行政機関とは「人民政府」のことである (85条、 105条 l項)。全

国人大は巾史人民政府である国務院を、地方各級人大は同級人民政府を

組織する c 1"1務院総理については全凶人大が決日・罷免し (62条5号、

6::;条 2号)、それ以外の地方各級人民政附の円長については、同級人大

が選挙・罷免する (101条 l項)c 

:25
1直軒市の市轄区について、刷jlji土 (22)の0)は県クラスとし、必および③
は地クラスとするい ttW、は直轄巾の市崎医と院を置く巾の市特院を同別しとい

ないようである。本稿ではさしあたり、前(i-に仰った{

剖法律年鑑1J98i). .199R。なお、留l君徳 副J局所 (22)139R (目l君w
周克1&;執筆)は、前:(;.を c[loffiJ 4クラス市IIJ と、後者を c[実J4クラス市IIJ

と呼ぶ。ここで[虚]とは、地クラスに政権実体(人大jがないことを意味す

る。[実]はその;主である

27' 1ち定指Ij 前掲注 (24) 250~25' tf" 
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図1-2 中国国家機構図

裁判機関とは、「人民裁判所J [人民法院]のことである(123条)。中

国のよl'.判子続は 4級 2審終審市IJを採っており、これに対応して裁判所も

4クラスある(専門裁判所については後述III1: 2)参照)c すなわち、①最

高人民裁判所、ヨ〉高級人民主l'.判所、 O)巾級人民裁判所、 l主基凶人民裁判

所である (1:J1'，それぞれ「長高裁」、「高裁」、「中裁」、「基層裁」と略

すj。なお、人民法廷[人民法庭]と呼ばれるものもあるが、これは基

層裁の分廷であるコ

各級裁判所長は、原則として同級人大が選挙・罷免する (62条7号、

63条4号、 101条2項内iJ段、裁刊所法35条3項)。ただし、直轄市内およ

び地区にJJi:，:、じて設情された巾裁所長については、裁判所所杭地の省クラ

ス人大が選挙・罷免する(裁判所法35条2項)。

検察機関とは、「人民検察院」のことであり、中国において検祭は「国

家の法律臨督機関」と位置つけられている(憲法129条)0 検察には次の

4クラスがある c-，なわち、⑦最高人民検祭|完、必省、クラス人民検察院、

③省クラス人民検察院分院ならびに白治川および省轄市人民検察院、くむ

県クラス人民検察l況である(人民検察|完組織法(1979年 7月1日採択・

北法57(3-39;;)1391 [142] 
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1980年 1月1日施行、 lドω98お3年 9月2円改正.施行) 2条2J頃亘各4号ま}以下、

「司宇検先察院I法去」 と目略持宇仁C また、 ①D¥、(②=忌〉をそれそ

す)入、各級検奈|院完の検当祭芸長は、それぞれ同級人大が選挙・罷免する(憲

法62条8号、 63条5号、 101条2項目リ段、検察院法23条1項)ロ l同検分院

検察長についてはうよ院所在地の省クラス人大が選挙・罷免する(検祭院

法22条 11-'1)。なお、地点各級検察院の枚察長をif:命するにあたっては、

1級上の検察長に報青L、これが汁該クラスの人大4品委会に承認を求め

る、とされている(憲法101条2羽後段九

以上の政府、裁判所[法院]、検察院(中国では[ 府両院]と総本」、

きれている)は、人大により組織されるとともに、白らを組織した人大

にんlして「責任を白い、その監管を受けるJ (憲法3条3項)。なお、 1土

の主主一則としては、 !付両院聞には指導ない L~~督の闘係はない。

旧 同家機閥l人l部における相11-闘係

ここでは同 系統内の国家機関問の関係を見る。以下では、 11)政府(普

然、国家安全機関、[司法行政]機関も合わせて)、 (2)]&半IJ所、 1;-))検察の

1mで見ていく(ここで見るこうした川 系統の縦のラインは[条条]と、
また 地方における人大を頂点とする同級国家械関のつながりは[塊塊]

とl呼ばれている。以卜、それぞれ「縦ライン」、「地hブロック」とl呼ぶ)コ

(1 ) 政府

憲法上、最高国家行政械関である国務院は、地方各級政litを統 的に

指導し(憲法89条4号)、県クラス以上の政府は卜級政府の日動を指導

する(108条)とさtL"Cいるハつまり、地方各級政Ij.Jは、同級人大の監

督を受けるほか、 ト級政府の指導を受け、さらに川務院の統一的指導を

も受けることになる。県クラス以上の地方各級政府は、政府片長、同J円

長、事務長[秘書長]および業務部門の首長からなる(地h組織法56条

1、2度、以下、「政府」とはこの意味で用いる)。

特級政府に設置される業務部門の中で刑事司法のオてな担い手となるの

は、(~で察、必国家安全機関、@[司法行政]機関である。以下、それ

ぞれの伴務、組織編成および指導システムを順に見ていく c ただし、組

織編成(名称が)'(なることもある)および指導システムについては、全

[14:1J 北法;j7(3. :;:14) 13DO 
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ての業務部門について共通するものであるため、き祭についてのみ説明

し、川家安全機関および[百j法行政]機関については省略する。

① 警察

警察{舶の柱限はH本のそれよりも広く、消防、戸籍[戸11]有理、

山入国管理なとも担う。犯罪の抱査は原則として合祭7J'i日う(後述1.3，1 

lil !参照)c 

その組織編成は以下のとおりであるu 中央には国務院の業務部門とし

て警察部([部]は日本の省に畑当する)が置かれる。地方は 3クラス

に分かれる U まず、省、クラスにおいては省および巨ifi区に警察庁が、直

轄市には警察局が置かれる c 次に、省轄市および日治州には警察局が、

地区には警察処が置かれるじ最後に、県クラスには県、市および旗に警

察局が、市轄区には警察分周が置かれる〔なお、県クラス警察機関の派

出機構である警察派出所および警察特派員もある川ju

手千級警察は、同級政府の指導を受けるとともに、 上級警察の指導も受

ける。また、警察首1;は全国の警察を指導する(地方組織法66条人北京

dJ海淀区警祭分対 uヒ京dJはl白轄d，であり、海淀区はIIJ轄区である)を
いIにすると以卜のようになるコ I，'J警察分局は、 1，<1級人民政府である北京

dn1U:淀区人民政府および上級機関である北京dJ警察同の指導を受けると
ともに、中央の警察部の指導も受ける、とし

また、警察に所属する組織として[巾国人民武装;t;;O1:祭部隊] (1982作

発足以') (¥:Jr'， C武主主部隊」と、また武装警察口を「武警」と略す)

的 「警24」のl原市は[公安]であるいその役割は日本の警祭に相当L、また

「公安」と Lミう単語は~n肝を招きやすいため、本稿では「警察」と訳す}たど

し、人民警察法(全阿人大常委会1993年2H28日採択 施行) 2条後段による

と、「人民葬祭官[人民警察]は[公安]機関、国家安全機悶、官獄、労働矯

l卜管理絞関の人民22察官と人民裁判所、人民検察院の司法警察官を含む」とさ

れ亡おり、[公安]以外の同家機関にも「警24官」と呼ばれる人民が配置され

ている内に留 E されたいに

却) 1I1 fh1営察法子会編 ]'111同警察法'7'，(群衆問版社、 2002年)171-1768参I聞い

なお、高丈英・厳明主編「警察法学教程JI (，警，(，;教育山版社、 199~;年) 1肘ト1117

貝は、地lメの25察も[公安処]とする。

lIl)当代公安工刊 364頁cポ:窓嘉 jムネL'f上編『事察学J (ili:i2出版社、 19附

北法57(3. :-39;;) 1389 [144] 
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があり、巾央には止にぎi北部が、省クラスには氏できjt隊が、地クラスには

武警交隊が、県クラスには武警大(中j隊が置かれる ::31) そのポな粁

務は、重要施設、看守所・監獄・労働矯正施設のき謀、国境検査、消防

などであり、緊急Hすには反乱鎮圧などの任務も担う(山 o

止にぎ総部は合察部および巾央軍事委員会の指導を受ける。式全部隊は

武安}Jと伶置つけられているため、「全1"10)武安}Jを指導するJ (憲法93

条l!頁)巾央軍事委員会の指導も受けるとされているのである υ また、

弁級武警部隊は日常業務について同級警察の指導を受けるとともに、 卜

級武警部隊の指導も受ける幻jc

同家安全機関

国家安全機関の原点に立つ国家安全部は、 1983年 7月l刊に設置され

た。全同人大常委会「同家安全機闘が警察機関の段杏、拘留、[強審]

および勾留執行の職権を行使することに関する決定J (1983年 9月2日

ぼ択)によると、同家安全機関の任務は、「従来警察機関が所掌してい

たスパイ・特務事件の照査莱務」であり、「国家安全機関は、憲法およ

び法律が定める警察機関の技杏、拘留、[預審]および勾留執行の職権

を行使することができるJ ([預否]については1.3.11(31参照)。

③ 司法行政機関

司法部をトソブとする[司法行政]機関においては、末端細1龍として、

県、白治県の郷、鎮に司I去助J早員が配宿される， ~'1; その権限はかなり

多岐にわたり， 11"J'許可法と関連のあるものとしては、(i )労働改造業務、

( i i )労働矯正業務、 (ii i)弁護上活動、 (i¥")法制宣伝教育活動、(¥" ) 

人氏調停業務などの指導および管理がある唄.

干)70頁によると、その発足は、 '1'共'1'央が承認・転注した「人民武警の管理

システムに関する伺J[有閑人民武警管I中休制的話不報告]による(筆者末見入

111このはか、武警部隊には水)J電}J、交組、黄金、森林などの専門部隊もある。

J2) 古主英等前掲注 (29)108-1附頁A

:，'l ~1 孟憲嘉等・削掲日 (30) 73良。

村)~訴十編 ["11 1 同司法制度(第2版) ~ ('i 1同人民大学同版社、 1997年)釘頁

参H召

叩法律年鑑 (1987)120-28頁参照2 なお、 (dと(ii )にワいては、 1983

年4月の党中央の決疋を受け亡、警察部から司法剖;に移管された({当代中国〉

[145J 北法~7(3. :;:12) 1388 
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なお、 79年裁判所法においては「各級人民裁判所の司法行政事務は司

法行政機関が有理するJ (17条 3項)と規定され、 '['IJ事怖の杵免や存級

裁判所の設問・定員などの司法行政もその所学事務とされていた (37条

lJ良、42条j。ところが、これらの司法行政事務は、 1982年 8月20tIをもっ

て、最高裁、地方各級裁判所および専門裁判所に移管された泌 c 円本

のように、司法行政を「可法機関である裁IIJ所の人的物的施設を設営有

理していく作用」川と解せば、、川I円1伝F該玄7什T庁はもは干「司iJ
リ呼乎べないが、中同では卜述の事務をも「可法行政事務」とするため '38、

今日においても「司法行政機関」と昨ばれているu 日本の司法行政概念

とは異なるが、本稿もこれに従う。

i2) 裁判所

裁判所は最高裁をJH点として、その下に、地)j各級裁判所および専門

裁判所が置かれる内

最高裁は最高裁判j機関として、下級裁判所の裁判業務を監督し、上級

点!と判所は下級裁判所の妓判業務をIìt~背する(憲法127条 U司)。先述 (11

参照)のように、地ノら各総裁判所は1，'1級人大の監督も受けるため、地ノち

叢書編ljilj:部編 J当代'1'阿自J司法行政よじ作I(当代'1'阿問版社、1995年)GS-G68J 0 
3(i) r当代群判土作(下)JJf叫)頁。その後、 19R:j年の裁判所法改正により、以

上の規定が削除され、判事補のれ命は各級裁判所の権限とされた(jril法37条1

」恥ベ

:37" 兼千一回竹，'.)'大「及干I法(第4版補言j)， (有斐問、 2002年)126良れ

保j その理由としては、次の説明から読み取れるように、 III~の「司法」概念

が円本のそれよりも広いことを挙げることができる}すなわち、「司法とは、

岡家司法機関および司法制織が行う訴訟事件および非訟事件。〕プ口セスにおけ

る11、伴執11活動を指れここでし冶う司iJ、機関とは、 J'Jl存、検祭、裁判、執れの
責11を負う25察機関(凶家安全機関を含む)、検察機悶、裁判1世間、監獄機関

を指す。ここでいう司11、組織とは、弁議士、公証、fiI'裁組織を指す。後者は司
法機関ではないが、ドJi主システムに不可欠のセクションないし環節であり、 μI

法のうf業により誕'1した司法分野の紺織である。いわゆる司法制度とは、司法

機関その他の司法的組織の件質、任務、組紘休系、組紘と活動の原則および業

務制度などの面的規範的総相、であるJ(カッコ内は@:丈)という説明である(中

武生・た衛民上編 T中匡l司法制l主導論， (i1、律出版社、 1994年 2頁ハ

北法57(3-391)1387 [146] 
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各級裁判所は、最高裁および上級裁判所の監首を受け、また同級人大の

肢替をも受けることになる c 専門裁['11所には.ITl事裁判所、 iilF事裁刊所、

鉄道運輸裁判所などがあるc

( :lj 検祭

検察組織は最l士J検を]買 I.~ として、その卜に、地点特級検察院および専

門検察院が置かれるし

最品検は最両検察機関として、 け及検察院の業務を指コ~L 、 上級倹察

院は下級検察院の業務を指導する (132条2項)。先述 (11参照)のよう

に、地方符級倹察院は同級人大の耽督を受けるため、地方存級検察院は、

最高検および上級検察院の指導を受け、また同級人大の監管を受けるこ

とになる c 専門検察院には￥事検察院、鉄道i邸前倹察院などがある。

1.1.4 大衆的自治組織

以ょの国家機関のほか、都市部においては屑民委員会が、民村におい

ては村民委員会が設問される。憲法111条 1反 l段は、これらを「末端

の大衆的口治組織」と性格づける。そして、 1，'1条2項は、再民委口会お

よび村民委員会の下に、人民間停[調解]委員会、治安防衛委員会(以

卜、 r~fì防委」と附す)なとの委只会を設置すると 1とめる。

これら大衆的自治組織に関する憲法規定は本条のみであり、詳細につ

いてはい伶法規に委ねられている。以卜では、その中でもとりわけ刑事

司法と密按な関係のある治li}j委がどのようなものであるのかを見るつ

iff防委の任務・権限などその制度的枠細みをシLめる現行法は、 1952年

6月27円に政務|完(当時の巾央政府)が本認し、同年8月11円に警察部

が発布した治宝防衛委員会暫定組織条例 (198日年 1月19tI 同発布)であ

る

本条例 2条は、「治安防衛委員会は大衆的治安防衛組織であり、長層

政府およひ、公安|リJ街機関の指導の下で活動の寅を負う」とする η その任

務については、政府 醤察と大衆の橋渡し役として、大衆を組織指導

し、政府・き察による③!正草命などの犯罪防11の立伝・教育、必jぇ1fi命

分千に対する肱督・ [特巾Jl、③反章命分チの家放に対する教育および

思想改遺への協力、および④スパイ|坊 11.[防立十]をリ的とする愛国公約

[147J 北法;j7(3' :;:JO) 13閉
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を締結させるとともに、それを真撃に遵守するよう大衆を動員すること、

とされている(5条)c 

その職責(権限)としては以下の4点が6条 1すから 4せにかけて規

定されている。① c[現行]"り)の反本命分千および指名手配中の犯罪者

を摘まえて政府または合察機悶に連行する責を負う。ただし、取調べ、

拘禁および処理の権限は有さない。②非[現行]の反本命分子に対して、

調査、監視、再発および報告の責を負う J ただし、勾留、押収、捜査お

よび取締りの権限は右きない〔③社会治安(の維持)および管制の(執

行)活動において、草命秩序を維持するよう大衆を教育し、信制に付さ

れた者の労働生産を耽督L、その勝手気ままな言動を抑え、かつ、警察

機関にその態度・状況を速やかに報告する責を負う J ただし、拘留、処

罰、副担j主の権限は有さない長反吊命的破壊が千7われた均所について、

警察人員による秩序維持に協力し、 JJI，場を保護し、もって警察機関のJJ!

場検証の使を凶るが、ただし、現坊を変更し、または処ユ唱しではならな

しり(丸数字はサ数を示すために筆者均三付け加えたん

このように、治|泊委は大衆的口治組織と降格づけられているが、これ

が政々のイメージする口治組織とは異なるものであることは明らかであ

ろうれすなわち、 CJ口治組織」とはいっても、 d実土質は末端j打7政機関の山

先にi近止しい、役害剖lりjをt相HつているとJみ芥たほうがよしい、勺 i4糾(ο川1川J

なお、{治台防委の下ご司完ミ際に上記活動を行う [i治古f保足人員J(日[治安員] と

も|呼呼ぱれる) とi紛3沿Iらわしいt概既念として、[治安積極分子]がある。これ

は[治保人員]とは区別されており 'Jヘ治15}j委に1喝さないが、治安維斤・

防犯前向Jに積極的に|品ノJする大衆のことである (1:J1"，C防犯協ノJ者」

引 '1' 阿法の[現行 (j~)Jには 2つの意味があるc ひとつは、日本刑事訴訟
叫、2l:-l条所定の「現1，犯人」のE昧であるはもうひとつは、「近い過去に犯罪を

行なった犯罪省をれし、歴史犯に相対するものJ (組乗よ、・宇巾路 liT華lriJぶ

刑;1、思想研究J 1I1南政法学院苧報1992年 4則15頁)の意で用いられる。ここで
はf走省内思味である 3
-10) l J}~代 11 1['+司法入門 83頁c

:41 ) 例えば、宋山生・土智民竿土編「羽J世紀版 中国公安大白科令青(上巻)JJ

(井林人民出版社、 2000イ1) 12良([治安聯防]の項目)では、[治防人員]と

[i台安積椋分子]が「治安のJl:同防衛J [治安聯l出]を形成するとされている{

北法57(3-38:>)1385 [J4S] 
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また、厳+1にi果〈関わった大衆的組織としては、品、防委以外にも「聯
防隊」および「民l(.J川lと呼ばれるものがある。前苫は、「大衆の自発

的な白治白衛組織であり、警察iJ1CI'引所や郷の人民筈察により組織、指導

され、治安|リJ街活動に従事する大衆的地域治安共同防衛組織である」げの。

また{走者は、「中|川共産党指導卜の#、業の大衆的武安組織であり、川の

武装力の構成要素であ(る)J川Jとされているじ

1.2 制裁制度

本節では、中岡の制裁市IJ度を法胤定に則して概制するc以卜ではまず、

最も重い国家的制裁である)1リ罰を概観する (1.2. 1 )υ 次に、川罰にも匹

l故しうる処分内容を持つ労働矯正を(1.2.2)、最後に制裁としては最も

粁い部類に入る治安包理処罰をLよる (1.2.3)υ

1.2.1 刑罰制度

現行刑法が定める刑罰制度は、ほぼ|日刊法のそれを踏襲しているつそ

こで木項では、|円法における)IIJ罰制度を概嗣しつつ、刑法典改I1 (1997 

午j による変更点があるときは、そのっと、それを指摘ずることとずる (~J

|¥木項におけるカツコ内の条文は、特にn記がない限り、|円法のそれ
を指す)。

!日法は川罰をT.川と付加)IIJに分ける (27条)"なお、中ドiでは{寸JJ口市l

は「独立して適用ずることができるJ (29条 2底)とされている η この

).~ C "t lliJを百い渡すときだけ科しうる )IIJ罰 '4~，を付加IliJとするH本とは

)'r~ なる υ

十て刑には、特制、拘役、有期懲役、IIll期懲役、死刑がある (28条芥号)。

'12) 民民は「大治的自治組織」とは性栴づけられていないが、行論の都合卜、

ここでまとめて紹介しておくじ

竹)誼平ー J長進社主編 l簡明治'1;;管理基礎教材I(人民交通州版社、 20011-ド)238 

頁

けl'韓杯日I村肩『当it中凶民兵I(中凶社会科学出版社、 198811') 1良。

川大谷寅ョ刑iJ、請義総論(迫補版).(成主'U2川)日年)日2頁。

[14;IJ 北法~7(3. :;88) 1384 
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王刊の軽重は、この順序による c付加刑には、罰金、政治的権利の剥奪、

財産没収がある (29条lJ匝蒋号)0また、外↓"1人に対する同外追放 (3日粂)

も定められている刊}

以十では、旧法制定直後の代衣的教科音である「試JIJ教材刑法学 '::+7)

を参照しながら、主刑の内科を順に概観した後、刑罰の加重減艇を意味

する[従重]、[加重]、[従怪]、[減怪]を説明する。

I 土刑

信制とは、「犯罪者を拘禁せずに、警察機関の色理および大衆の

R7替の十で労働改造を行う」凶刑罰である内その刑期は、 3ヶ刀Jj卜2

年以下である (33条 1項人その特徴としては、受川者の身柄は拘束さ

れず、しかも、労働に|祭しとは、「同じ業務には同じ様酬J [同工同酬]

が保障されており (34条2項)、受川者がそれまでと同様の社会生活を

併むことが IIJ 能な点を挙げられる。ただし、転J~ や外出に際しでは耽督

機関の許可が必要である (34条3サ)など 定の巨由が剥奪されるυ 内

存的には日本のj~，生観察に近い。

C2~: 拘役とは、 15H以上6ヶ月以「の期間、「犯罪者所在地の県、市、

またはJ!J轄区の警察機関が設置する拘役所 (-19で受刑者の身的を拘束

し、「労働改造を強制的に行う lliJ罰Jmである。管制と比べて矧同は士互

いが、拘役は紛れもなく円111刊ごあるの

主 有期懲役および知期懲役は、ともに受刑者の身柄を拘束した上で、

'1(;)このほか、経済的損害の賠償 131条)および叩lの免除¥32条)の規定もあ

るが、これらは[非刑罰的処珂方法]とされ、刑罰とは位間つ、けられていない

なお、 7刊の免除を定める 32条は、その場イ干の処分をも定める (Cð~')rO)情状が

恒微で刑罰を~+-，必要のないときは、刑事処分を免除「ることができるが、た

だし、事件。〉異なる状況に応じて、 ~llftli.または悔い改め的誓約書[具結協過]

の提州、謝コド、損害賠償を命じ、または+管部門が器戒処分を利すJ)い

:-'1-7'本書は、 81J年代以降、中固刑法学界を引っ張つどきた高銘喧、王作ムば、胃

克巳なとが執筆陣を担っている。

:41)) r試刷教材刑法学 222頁o

: '19，1 ]riJ上227良一

川 j 同ト22;)頁A

北法57(3-387)民間 [150] 



ー込 門

i附，，'己

「労働改造を強制的に実施 tる」コ"刑罰である。日本法の士号凶刑に相当

する刑罰は存在せず、ひとしく労働が強制lされる。布期懲役の卜l恨は6ヶ

月、上限はlS年であり、併合罪[数罪併罰]加重の場合の上限はお年で

ある。懲役刑の執行場所は、「肱獄その他の労働改泣施設J (41条)であ

る(以下、引用する場合を除き、まとめて「監獄」と時ぶ)じ

④ 死刑には「日日時執行死刑JJ[死刑Ijil:UD執行]と「執行延期 2年利

死刊」功[死刑j綬朋 年執行]がある(以下、「死刑」と表記した場台は、

特に注記がない限り「即時執行死刑」を窓l比するものとする。また、後者

を「牝緩」と昨ぶ)ただし、比緩については、それ白休が独立した 種

の刑罰ではなく、死刑lの執行制度のひとつにすぎないとされている 1，~3)

死j川辿用の対象となる行為については、「罪質が極恋な[罪大志極]

犯lW者にのみ適用する」し13条1現前段)と定められている c 死緩につ

いては、「比I1リに処すべき犯罪者が、直ちに執行しなければならないわ

けではないときは、死刑を言い渡すと同時に、その執行を 2年間延期す

る斤をd日'肯し、労働改造を実施し、その後の態度を観察することができ

るJ (同反佼段)とされている。化刊の執行延期巾に、碓かに改俊した

と認められたときには、期間満了後処期懲役に減刑され、さらに功績が

あったときには期間満了絞凶作以上初年以下の有期懲役に減刑される。

逆に、改造をttみ↑占状が思質であるときは、最高裁の裁定または占可に
より化刑が執行される (46条しなお、現行法においては、 IUi支の「改

造を相み情状が思質であるとき」の訟止が同離であるとの理由から、執

行延期巾に「故志犯罪を行い、調脊により事完であることが確かめられ

山， 1司上22呂、 2:-)0頁{

"， [緩期]は「執行猶予」と訳されることが多い。 しかし、日本刑法でいう
「執わ猶予」に畑当ずるのは[緩刑]であり、向者は「異なる 附のJ、概念で
ある。執行柄予は、一定の11¥干期IUJを金正事に託過するときは、刑の-:=rim:しはな

かったものとする、つまり刑罰惟を消滅せしめる、という制l主であるのに対し

て、執行延期は、 F刊の執行の時期をおくらせるというだけのことで、 F刊の言波

しそのものをなかったことにしてしまうものではなしり(浅井敦 CI執行延期付

き死刑」について」法伴のひろば34巻4号(1981年i69頁)" Lたがって、本

稿ではこれを l執行延期」と訳す

日 c試用教材刑法学E2i7頁 j

]
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5
 
i
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たときには、最高人民裁判所の許ロlにより死刑を執行する」と改正され

ている(現行法50条 31宝)c 

また、「犯罪時に18歳未満の苫および裁判時に懐胎している婦女には

死刑l を適川しない。満16歳以卜 18i~Rシド満の者で、その犯行が判に白々し

いときには、執行延期2年付死刑に処することができるJ (44条)c 本条

前段の「死刑を適ハiしない」とは、q:説卜、「死刑lに処さないことを指し、

満18歳になってから、または分娩してから北刑を執行tることを指示も

のではない '5.J-iとされている。なお、現行法には旧法制条後段に相当する

規定はなく、 18歳未(背に比J刊を利すことはできなくなった (J見行法49条)。

死刑判決・裁定は、「最高人民裁判所に禄告して前 lリを得なければな

らなし、J (43条2項前段)。比緩については、「高級人民裁判所が判決を

卜L、またはこれを司 IIJすることができるJ (同政後段)。中同ではこれ

を[死刑復核程序]と呼んでいる(以下、「タり川再者査手続」と訳すん

E 加重減粁

まず、刑罰を亘くする方|ムjで作用するものとしては、「重きに従う J[従

宣]と加主があるコ liij者は、法〉仁川の枠内において、いわゆる量刑相場

よりも豆く処罰することを志l床する (58条)っ絞者についてはIU法に規

正がなく、全悼|人大常委会「脱走または内犯した労働改造犯および労働

矯正被処分者の処珂に関する決定J (1981午6月10日採択、同午 7打10

け施行)(以卜、「両労の決定」とl呼ぶ)により創設された制度であるが、

ここでまとめて説明しておく(刑法典改正により廃止)。加重とは「罪

を 等加える」ことであり、加重川の{士山lllJの上限に 等加えた川を)JIT

重後の上限とし、加重前の法定刑の上限を加重伐の下限として量刑する

ことを指す山口 Fえば、法定刑lの長期が懲役10年の場合は、 10年JJCl5 

年以下の有期懲役の問で量刑し、法定刑の長期が無期懲役の場合は、軒

期懲役と死刑(死緩を含む)の闘で量刑する、という具合である明 c

"同ト233頁

日 l 陳興良ョ刑法姐出総論 U)J(法律出版社、 1999年)308貝3

百j 七j英斌「関於!川強法律解釈l作等三個決定(草案)的説明(節録)J I刑法

立法資料(上 S7()-o71頁。常国人大升I委会法制土作委員会刑法岸「論(中

北法57(3-38;;)1381 [152] 
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次に、刑罰を軽くする方向で作用するものとしては、「経きに従う J[従

程]と減軽がある。前者は、「重きに従う」とは反対に、法定汗Ijの枠内

において量刑相場よりも挺〈処罰することを意味する (58条九後苫は、

法定刑以 l、で処罰することを指す (59条)。この点、 H本刑法の「減軽」

とは異なるため、留意されたい。

1.2.2 労働矯正

本山では法胤定に則して、 70年代末時点における労働矯正制度をぷ抗

する日ここで70年代末時点に限定するのは、それ以降の犯罪対策に

合わせて労働矯正制度が修正されており、本稿の問題意識からは、それ

らについてはその時々の犯罪対策のコンテキストから読み解くべきと苓

えるからである C

，)/[時の劣働矯正を規律する法令としては、 1957年 8月l刊に全国人大

常委会が示認した同務院「労働矯正の問題に闘する決定」、 1979年11月29

円に全国人大市委会が承認した国務院「労働矯正に関する補充規定」、

1980午2灯29日に国務院が下達した「強制労働と収存審杏の阿処分を労

働矯11に統 することに関する通知」がある W，I，'， liij2者をそれぞれ

'~7午決定」、 '791['補充規定」と略す η なお、 571['決定および79午

柿充規定は、文革後の混乱の中、同法令が有効であることを社、すため、

1980午2灯26日に再発布された。

57年決ノじは、制ど丈において木決どの一大H白'0をどめる。すなわち、「中

辛人民共和国憲法100条規定に基づき、労働能力を有しながらぶらぶら

と遊び回り、法律・規律に違反し、生業に励まない者を、白れする人間

に改造するため、またより公共の秋片pを維持し、社会主義建設に役立て

華人民共和凶刑法〉的補充修己主. (法律出版社、 1992イ1')H貝によると、本説

明は1981年6月5日に行われた。

l 労働矯止制度を概観する H本の先行附究として、日中信行「労働矯正の強

化と人権の危機J 1[ I 円研究H+比121号(1983乍) 1A以人 m見亮 111I同のd力P
働教養制度」早稲刊大学大学院法研論集1112:; (2002年)III頁以下がある。以

卜のぷ述は主に両者に拠っている

初日7年決定、 79年補充，J!iLおよび羽)年の国務院通知の邦訳については、中国

州究日報1983年6号18-201'f(田中信f丁沢)を参H召した
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るためJ刷、と。

本決定が定める労働矯， 1 の対象行為も、この 大目的に沿っている c

すなわち、①生装に励まず、無頼行為を行い、または刑事的に責任を追

及しない詐欺、窃盗などの行為を行い、治安特理法Jilこ違反して何度諭

しても改めない苫、〈争犯罪行為が軽微であるため、刊事的に員{工を追及

しない反軍命分チまたは反社会主義的反動分子で、機関、凶体、企業、

学校などの所属うじ[単位]の除名処分を受け、生活の挿Tがない右、(3)1]&

閥、団体、企業、学校などの所属先において、労働能力を右しながら、

長期にわたり労働を性絶し、または規律を依り、もしくは公共の秩序を

妨許し、除名処分を受け、生活の術がない者、(4)仕事の配分または就職

もしくは転職の配置に従わず、または生E重労働に従事するにあたり指示

を受け入れず、絶えず瑚山なく騒ぎを起こして公務を妨芹L、何度諭し

ても改めない者、と(1条各サ)じ

本決定は労働矯正を、「労働矯正にf、Iされた者に対して強制l的な教育

改造を行う処分であり、また彼らに土、jする生活・就業子配[安置就業]

の方法でもあるJ (2条 1J頁)と性格づけるつこのように、 70午代末時

点における労働矯， 1 は、規定上、刑事処分に主らない者に対する制裁の

みなら F、生活の術がない者に対する更正支援という性格をも有してい

たのである州l。

次は、その対象となる人的 地域的範囲ごあるのこれについて57年決

定は何も語らない。 79年初充規定 2条Ijij段は、「大・中都市における労

働矯正が必要な者」としたれ学説上、この「大・巾fiFl!I1における」につ

いての理解は分かれている。 んは、「人」に詰Hして、「大・中都市に

居住する苫」とするい他方は、「地域」に若日 Lて、「大・巾部I!iに

:59
1ここでいう憲法は;)f1イ|憲法であるリ

山 j 実態としては、反右派闘争などの政治注動で当同にとって便利な y ルと

して各肘されたようである 1実際、1957年Jくの収存主が3万711011人足らずであっ
たのが、 1960年末には約GO}J人にまで迭したという(邦建五:等 iljr同労働教託

制度的歴史考察」犯罪ワ改造研究21111日年8朋9頁口筆.r;末見口本稿における引
用はイ目見亮''l'凶の行政拘禁制度改革 労働教養制度改廃の議論に関連して 」

比較iJ、学'18巻1り (2004年)100頁による)

61' 陳flIrl華 r')J間」救善的J:f't'考察与反り、」儒倒植・陳興良 張紹彦主編『理什
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そしてその処分内容は、労働矯11施設における人身の白出の剥容であ

るcn:-)) 57年決定は、拘束期間について規定しておらず、法令として処

分期間について初めて胤定を設けたのは、 79年補充ti:;;:であった 11;+i

本補充規定3条は、「労働矯正の期間は 1年ないし 3年とするc 必要な

ときは l年延長することができる」と定める。ここでは最長で4年同と

いう制約が明記されている c

処分決定の手続について、 37年決定は何も語らないc 79年補充規定 I

条は、「省、自治区および直特市ならびに大 中都市の人民政府は労働

矯正管瑚委員会を設置し、民政、警察および労働部門の責任者により構

成し、労働矯正業務を指導し、かつ、管理する」とするυ そして、この

労働矯正管糾委員会が労働矯正にイJすか百かを審杏のに決定する(2 

条後段)。

1.2.3 治安管理処罰

治安管用処罰は行政処罰の 積であり、 iJ:半IJを経ることなく、警察の

裁決により卜される(例外的に派出所が設置されてし、ない地hにおいて

は、郷(鎮)政府に故決を委託 tることができるん以下では、その基

与秩序 中国労働救養制度nJI究， (法律山版社、 2002年)11貝ひ

n~) 史;丁、主主編 l労働教交制度改#問題研究 (法律問版社、 2001年)IG9只c

(O:3J tこだし、日o年代においごは、制限区域が設けられ、 1'1111な山入りが禁I1さ
れていたが、制限lメ域内であれば白白に活動できたという。これが60イ|代以降、

閉鎖性・強制院が突出tるようになり、向山制約の前におし、て、労働矯正と宵
ril刑とのボ ダが暖昧になっていった、と指摘されている \1 円l上197~198良

参照九

山 57年決定に規定がないのは、「労働橋正創設初期において、それは生活

就業子配の性質を有していたため、執行の期間を定めなかった」ためといわれ

ている(同 r.172頁んその後、 1961年4月に中Jl中央が本認した第111口|全国警
察会議 l当自の警察業務の10U)具体的政策問也に関する補充規疋」は、 I'jJ働

矯iEのWJ聞は、 l卓川として 2!fから 3年とし、これは内部規定であり、収容時

に本人およびその家肢に山知するのみで、対外的に公表しない」と定めた。な

お、凶1[I • MIi i司所 (5i) 8-8.なとでJH摘されている通知・特別規則]とは、本補

充規疋のことであると推測される

[EiSJ 北法:17(3':;82)1378
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本法となる治安管理処罰条例に基づきその内科を概観する。なお、同条

例は19o7年10月22tIに制定・施行された後、 2ω5年 8月28tIに全1"1人大

引委会で治安管理処罰法 (2006年3月1円施行)が制定されるまでに、

2度改11された。すなわち、 1986年 9月5tI の己主11. (1987年 1月1tI施

行)と 19悦年5月12刊の改正(同円1Jtlfiわである(以下、それぞれ 157

年条例」、 '86年条例」、 '94年条例」と呼ぶ)0 J.'J卜では57年条例を土fi'

として治安管理処罰制度を概観し、条例改正により変化が生じたときは、

そのつど1，)記することにする(治安管糾処罰法は本稿で考察対象とする

厳打とは関係がないため刑愛する)υ

57年条例はその適用対象となる行為、すなわち治安管瑚法胤違反行為

を「公共の秩序を1iLし、公共の安全を妨害し、市民の人身の権利を侵舌:

し、または公私の財圧にH'1需を与え、情状が軽微で、刑事処分に主らず、

本条例に照らして処罰を受けるべき行為」と定めるげ条 l項)I 上の

行為が、情状が山々しく、刑事処分に相当する場合は、犯m:として処瑚

されることになる J 具体的にどのような行為が治安省理法規違反行為と

し亡処罰されるかについては、る条から15条までに定められているつ例

えば、「多京を集めて喧時するJ (5条1号)、「少量の公共の財物または

他人の財物の窃海、詐欺、横領J (11条1号)などである。

なお、「木条例に照らして処罰を受けるべき行為」とあるが、 57年条

例liJ1iJffi司容規定を設けていたため (31条)、およそ上記 2条 1項所定

の44百行為で 'll占状が軒微で、刑事処分に主ら(ない)J ものは治安管

岬法規造反行為となるつただし、本規定は86年条例では削除きれたっ

処罰内容について57年条例3条は、①警告、必過料[罰款]および①

[拘留]を定める。巾国誌において、[拘留]は刑I事訴訟法上の強制処

分のひとつである[刑事拘科]、訴訟秩序を乱した者に対する制裁であ

る[司法拘留]および行政罰である[行政拘留]の3種類があるじ

表1-1 過料および行政拘留の対照表

;~判 行政拘伺

57年条例 I5角以上20冗以 r(3日半H以上lOH以卜(J5H)

86午条例 I1元以ト200π以下(ト限なし)I 1日以 r.15日以下(卜限なし)

* 1 内は処いJを併合守る場合向上限 なお、 llL.:-O.l角

北法57(3-381)1377 [156] 
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での[拘留]は行政拘留を指す。過料および行政拘留の上限・下限は、

57年条例とお年条例では異なる{日(衣 1-1参照)c 

1.3 刑事手続の概要

般打の対象とされる犯罪のλ部分は、合祭7J'1型査を担うとされている

事件である(本稿ではこうした事件を「警察批いの事件」と呼ぶ)c そ

こで、ノト節ではIH刑事訴訟法朋 (1980年一1996年)および11行刊事訴訟

法期 (1997年以降)に分けど、本稿の論述に必要な限りにおいて、主に

同法制定時における警察扱いの事件の川辛子続の流れを、捜査、起訴、

裁判の符段階に分けて概制する(施行彼の改正については次章以降でそ

の都皮説明する)υ なお、附帯民雫訴訟手続、巨訴子続については、ソド

稿の考察対象から外れるため省略する。また、以卜では旧可1I訴法期の説

明に重点を置くこととし、」見行1111訴法則については改正された筒所の説

明にとどめる。

1.3.1 旧刑事訴訟法期 (1980年~1996年)

!日JII[訴i土3条1項は、「汁1[1111件の照査、逮捕、預者は、警察機関が

責を負うっ勾留の示認および検察l耐) (捜斉を含む)、公訴の捉i足は、人

民検察院が責を負うじ裁判は人民裁判所が責を負う J(カヅコ内は原丈)

とし寸原則を掲げる η 以下、法規定に則して具体的内存を児ていく (本尽

におけるカッコ内の条文は、特に;-(p己がない限りi円JII[訴法のそれを指す)。

I 捜査

「ぎ望書機関の j~査活動は通叶'; 2つの段階に分かれる c 刑事事件が発生

した後、ま F筈察機関の捜昔、部門が法律)l!定に照らして、証拠を収集し、

四 R6年条例にはj{l]j料およびjJ政拘留を併合する場合の上限を定める規定はな

く、「それぞれ裁決し、併せて執行するJ 1.13条)とされた。なお、過料につい

ては卜限を大幅に引き r，(.fる例外既定がある (86年条例:-l0条IJ耳、 ;-ll、32来、
9，1-{1条例31条2項)。

川j ここごの「検察」は、 11、律7}~督を意~~'-9 る (irl龍雌十編~ I I1 同検祭百科辞

典， (黒竜江人民山版社、 1993年) 1良、王回択主編 T刑事Jr訟法平(第 2版J，
(北京大手間版社、 1995年IH頁なと)。

[Ei7] 北法:17¥3':;飢})1376 



現代巾囚における「司法」の惜五0:'-2I 

犯罪を明らかにして立証し、犯罪苫を捕まえて取り調べる、いわゆる授

究・枚挙である。その後、強審部門に移送してT昔、審を行う J'訂ここで

はlli捜査の開始、 121強制処分等、間預審、 (41黙秘権・進法収集証拠に分

けて見ていく。

(11 捜去の開始

警祭t&いの事件は、国家安全機関扱いの「スパイ・特務事件」、検祭

扱いの「相、融界、市民の民主的権利を侵?守するm:、 i正職罪その他の人民

検察院が自ら直接受理する必要があると認める雫件J (13条2項)以外

の事件である(同条'1JWc 

授査の端緒は告訴日空告]、再発[検挙]または自首による (59条1項)。

警察、検察および裁判所は白訴、告発および白首を受糾しなければなら F、

受理後、先の省特に従い、しかるべき主管機関に送致する(同条2項)。

受糾後、[立案]手続に移る。立系とは、「刑事訴訟の端緒となる手続

である」 fGヘ兵休的には、「確かに犯罪事実が発生し、かっ111)事責任を

追及する必要があると認めたときに、法に従い刑事事1'1として技査や裁

判lに移すことを決どする訴訟出動である」{仰と説明されるコ J案となれ

ば汗Ij事事1'1として辿杏が始まり、 i止にィ、立系となれば、 J主杏は始まらな

いという建liijである c

(21 強制処分等

強制処分[強制l措胃]-:iOには、強制)[lj pJi [拘伝J，"、保釈 [~t1~f主審]、

:67
1陶需主編「刑事A訟法学巴 L高等教育山版干上、 1993年)76貝ο

州 1]1央政ìJ、幹部苧校刑法刑事訴訟J、教研平絹 ~'I11市:人民共和問刑事訴訟iJ、
詰義巳(群衆山版社、 19R1年)2別頁{

州陶宅ー前J司所 (67)237:R 
:7llJ 中国では身柄の拘束・制限に悶ナる(対人的)強制処分を[強制措地]と

呼んでいる{捜査行為について中凶の学説では一般的に、 11本のようにil意/
強制処分(j聖青)という分類i1、が用いられておらず、例えば般索、押収、検証

などH本では(対物的)強制処分にカテゴライズされる処分は、取調べヤ事情

聴取とともに [j聖査(行為)Jにカテコライズされている(陶宅・前掲i+(67)、
半タ思・熊志海土編「新編中困刑事訴訟法学巴(中比中央党佼山版社、 1997年)、
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住居監伺[監混居住]、 (u逮捕[拘留](~2 、 íJYL:}留 [i副市]がある c また、

強制l処分ないしは刑事手続 hの処分とは伊置づけられていないものの、

実際には犯罪の捜査・検挙に深〈関わりのある(割以件審査、③職務質問

(からの悦置)[慌阿(倒置)]、③大京による連行 WI:iLJがある。以|¥

許せ順にその内科を凡ていく}

①逮捕

「j主捕とは、警祭機関が緊急の状山の下、仏J留すべき罪の現行犯また

は重大な被疑者に対して採る臨時にその人身の白山を制限する強制処分

である」川u この説明からうかがえるように、巾固における速捕は円本

でいう緊急逮捕および現行犯逮捕に近い概念である川ただし日本と

は異な i)、「警察機関が人を速捕するときは、必ず逮捕状[拘留証]を

1，1':静村主編 刑事訴訟法学(修訂本) (上巻人(法律出版社、 1999(1)なとj。

なお、中国では保釈も[強制f~ 肖]にカテゴライズされており、捜存段階での

保釈がばめられている{

(1) 現代，]，同法J 141頁参照。なお、現行刑訴i1、の邦訳である十副長浩也 出

u'，j'-'張凌共沢「中立人民共和国刑事訴訟法令沢」ジュリス]，11119>; ¥1997 
年)66Bは、[拘伝]を「連行(による身柄拘点)J (カソコ内は原丈)と訟すが、

[J f日仏、]を身柄拘束処分として肘いることは、学~}~卜批判されている(例えば、

王制枢， H'出1当山 (66)177Bなど、陶電， iiit国代 (67)13U司)。
(2) ここでいう [拘伺]は[刑事拘情] ごある乙

73' 陶電・前掲注 (67)134良

1-1)逮捕の要件について定める]~刑訴法H条は以下のとおりである。

「警察機関は罪が勾留に他する現1J犯または叩大な被疑者[市大嫌疑分子]

について、次に拘げる事白のひとつに該当するときは、先にi主捕することがで

きる j

(uJJ.f.に犯罪の準備を行い、犯罪を実行し、または犯罪後即座に苛見されたとき

，:]被害者または現場ず円撃した者が犯以を行ったと認めたとき

〈出身辺または住居で犯罪の証拠が発見されたとき

'J双山ド後自殺もしくは逃亡を企|χ|し、または逃亡，]，であるとき

お証拠を隠滅し、もしくは偽造し、または供述の口長合わせをする可能性があ

るとき

告〉身冗が不明で逃亡しながら犯引を孟ねたという正大な嫌疑があるとき

CD現に「時打、破壊、略奪巴を行い、杭業、生崖、社会秩序を巾々しく絞壊し
たとき」コ
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提示しなければならないJ (43条 1反)と規定されており、 d市に逮捕状

が必安とされている。ただし、この「j主捕状」は裁刊官が発する「令状」

ではない その発行苫は県クラス以上のき祭の責任者とされている，，，，，)

j主拍による身柄拘束期間は長長で10tI闘である。なお、法律卜、逮捕

前間王義は採られていないc

③勾開

仏J留の要件は、「主要な犯罪事長が調査により旬Jらかになっており、

懲役以 hの刑罰が科され得る被疑者について、保釈または住MRt視など

の方法によっても、なお社会危険性の発生を防止するに足りず、勾留の

必要性があるとき J (10条lJil)である。

勾留の請求主休は警察であるし警察は[被舟人]: ，(;)逮捕後、最長で7

日以内(通常は 3日以内、状況に応じて 1~ 4日延長することがIrJ能)

に同級検察院に勾留を罰求しなければならない。汁該検察院は 3円以内

に勾留請求に対して「勾留亭認、勾留小承認または補充J聖杏の決定を十

7，，)よ景栄上編『公安il、巾l通論， (群;f<;出版社、 E附4年)8:1頁参間け i主lirJR}に

逮捕状が必須とされているため、実務においては、 l営察機関が被疑者[人犯]

を述leIi'，るときは、通常、現行犯を強制的に警察機関に連れてきてから述拍子

続を行い、時I~J的に|叫に合うものについては逮捕状による逮捕[有証拘白]を

執行する」といわれている(苧，IJ.I、誠 刑事強制措置制度研完 ('1'同人民公'久

大学出版社、 1995年) 236~237頁) ，現iJ犯を強制1]1巾に警察機関に辿れて(く

る)J処分の法的根拠は小明である。 CJ能性としては後述の職務顧問や収存存

存が考えられるは例えば、福l:tt省福州市台iL区検祭院の統計によると、 1997年

llJ以降(統計的終 f時朗は不明)に警察から送検された事刊の内、 93%が逮

捕に先行しと職務質問か内の何置が行われていたという ()j玲「対公安機関使

肘留再除問的?:R:l:Url¥考」中凶刑事法雑芯1998年6B月11民参四九

なお、 CI人犯 とは、刑法に触れ、法に1;tぃ強制処分を採るべき、またはす

でに強制処分をほった1'Tを指すり一般的に、警察機関が事件のJ聖子正、 1('1番の段
階において、法により逮捕、勾引または身柄拘中している省を、保釈、 f十円監

伺などの強制処分をJ禾られた昔も含み、『人犯巴と昨ぷ」と説明される('人犯、
被山人、犯人干11罪犯」人民警察1987年ぺ周43l'fL'シド決凶」と訳すのが迫切な
場面も想定されるが、ここでは「被疑者」と訳しておし

，7(i) lR刑山法におし通ては「被疑芥」と「被告人」が区日1]されておらず、まとめ

て[被(11人]と呼ばれていた戸

北法57(3-377)1373 [lGOj 
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さなければならなし、J (47、48条1J頁1~ 3段) (したがって、逮捕は最

大で10tI闘となる)。検察における勾悼決定権者は検察長であり、「重大

事件については検祭委員会の討議に付L決定しなけれは会ならないJ (46 

条)c 勾情承認となれば勾背が執行され、勾間不承認となれば直ちに釈

放しなければならない (48条 1Jft 4段lcで察が勾留不#認決定に誤り

があると75めるときは、 l級卜の検察院にト町議を請求することができる。

ただし、この場合も[被告人]を直ちに釈放しなければならない (49条)c 

なお、補充J聖杏の決定が卜された坊合の[被告人]の身州拘点期間につ

いて、 IRIII)訴法は判も規定していないu

また、勾留それ白体の期間について法胤定はない〔しかし、技在過程

全休における身柄拘束期間については、 J京日1)Zヶ月であり m 、雫f牛が

複雑なときはl級卜の検察院の承認を経て iヶ円延長することができ、

さらに重大または複雑なときは、最高検が全国人大4市委会に延長を請求

する、とt見定されている (92条)" 
0) 収作審査

収容審杏とは、竺祭が「軽微な進法・犯罪行為を行い真J売の氏名、住

所もしくは京牲を述べない者、または市NJ敢な注法・犯罪行為をf丁い、逃

亡しながら犯行を重ね、何度も、もしくは集団で罪を犯した嫌疑がある

者」を強制的に労働矯，1施設に収容して取調べを行う処分である(1"1務

院「強制労働と収存審斉の阿処分を労働矯正に統--，ることに閑ずる通

知J (1980年 2月29H) 2条九

収容客寄の期間について、上記通知はやIも語らないれその期間が別確

にためられたのは、 1985年のことであったc すなわち、 1，')年 7月31け、

合察部は「収零審査手段の使用を厳格に抑制することに関する通知」を

向し、収容審官の期間を原国1)として 1ヶ月以内、最長でも3ヶ月灯、内と

(7) 長両裁・最高検 警察部，)聖査の拘点期間をいワから起f草するかの問題に

閑Fる辿合通知J (1981年3月l日日)は、 '2ヶ月の拘束期間は、逮捕の日より

日j-nすべきであるc 逮捕を経ずに直抜勾1押された占は、勾刑執行の11より日j-n

する」とするハなお、本通知は事前に全同人大市委会jJ、出l委員会にn司会し、そ

の回答を得た上で通達されている しかし、法制妥員会は全回人人出委会の事

務機構に J一ぎないため、本来、こうした権限はないは「である 2

J
 
I
 
G
 
-[
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定めた。ただL、期間の百|算は、真実の氏名および、住所が明らかになっ

てから始まるとされている c 真実の氏名および住所を明らかにしない者

については、それらが明らかになるまで起算されないことになる l川じ

④ 職務質問(からの開置)

職務質問およびそれからの留掃は人民合祭法において初めて法律上規

定された(，9i 司法9条によると、その概要は以いのとおりである。

まず、その井Jj訟は「迫i1、・犯罪の嫌疑がある苫」であり、これらの苫

に対しては警察官が関連する祉明書を提示してその場で質問・検査する

ことができる(これを「職務質問」と町rぶ人そして、佐j犯行を告発さ

れた者、(])現J;ßで í~!i下を行った鰍疑のある者、犯罪の嫌疑があり吋分

が不明な者、({::-所持品が盗品等である可能性のある者については、警察

に連行し、その手認を経て職務質問を継続することができる。

職務質問により警察に述行した後の身柄拘束期間は24時間以内であ

り、特殊な状況におし hては県クラス):J卜の警察の不認により，18時間延長

することができる J 職務質問を受けた者をi主捕なと、の強制処分に移行す

るときは、この期間巾に手続を行わなければならないれ

お大衆による連行

IU刑訴法42条によると大栄による連行とは、一般市民が①現に犯罪を

78' 田中信行「中困の収界市生と人治の終鷲」小II虐よ編宮中国の経済?と反と

~'J、 I (早稲出大苧比蚊口、研究所、 1998午)301頁参照2

，79'万玲・前掲注(7S)S:j頁{人民警察法の前身である人民警察条例(全国人

大常委会1957年6)j2snl羽町には両者についての制定はない~しかし、 1区川

年6月29日に塾祭古1Iが国務院に人民塾祭辺、 L小案審言主1JD正稿)を提出した際に

行った説明では、職務質問自体は憲法および間連法令に寸でに規定されている

権限を、より明確化・ルール化Lたものであるとされている。ただし、恨拠'1:こ

主は包見には及ぱなし追っ法平雑"占1981年3朋41貝に「雨夜幣咋記J I康建、ド苫)

というタイトルの紺介記事が伺故されていることから、実務では 般的に用い

られ亡いたようごある t 他方、職務質問からの留慣につい亡は、「苧件処珂に

おいて刑事逮捕までの引時間以内にJ¥;y，、作所および主な犯罪事実を明らかに

しがたいという J丈際の状況に去づき規定したものである。~，規定は違法1 J為・

犯罪にわ撃を加えるためには是"1とも必裂なことである」、と弘明されている
(C閑於{'I'ホ人民共和同人民警祭法l(苧後送審修改稿)的説明」手止q;j編起
半人民警察法参考資料撤選巴(群衆山版社、 1997年)345頁参田)， 

北法57(3-37;;)1371 [lG2] 
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実行L、または犯罪後目11出に発凡された右、③指名手配巾の者、③脱走

して逃亡中の者、(むl現に追跡されている者を警察・検察・裁判l所に連行

する桁情であるc牛込術開は、「守門機関の業務とλ米路線の料合であり、

大衆に依拠して犯罪を禿見し、犯罪を懲らしめる」原則の典型例である

とされている l剖ハ

!31 fl!審

預審とは、「事案の真相を碓かめ、より明らかにするために、法に従

い強制処分を採られた被疑者にf丁う F備的な取調べ活助」別である。こ

の預審を経て、警察が検察に起訴を求めるか台かが決定される。

また、|円J阪府主45条後段は、「必要なときは、人民検察院は人員を派

遣して警察機闘の重大事件についての討議に参加きせることができる」

と規疋し、重大事件については警察が起訴申請前に検察の意見を聴取で

きる制度となっている。これは[提前介入]と呼ばれており、その:C;;Ii;ド

は、「王に、 J刊事訴訟手続きにかかわる機関が、みずから相、!iする手続

きよりひとつ前の子続きに関与すること (32である(以下、「事前介入」

と訳す)。

(11 里犬秘梓・注法収集証拠

[被白人]に黙秘権は認められておらず、 C[被告人]は技杏員の質問に

ありのままに日答しなければならないJ (64条 2 段んまた、 Cj~問による

自白の強要および脅迫、誘引、偽計その他の違法な方法で祉拠を収集守る

ことを厳禁するJ (32条2段)と規にされ、供述証拠の注法収集が「厳禁」

されている}しかし、「欣古むということがその却問主に直結するわけでは

なく、また違法に収集した非供述証拠についてはそもそも規定がなし」

且起訴

を祭による娘査が終結した後、事件は検祭に送致される。その後、検

的llX街安「論姐送」中困刑事法雑i:L19:氾年6畑町民ひ

お"米占中等・前掲片付1)1219頁れ

伊 r現代中困法」開頁{

[103J 北法~7(3.:;74)137()
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祭で起訴するか百かの審査が行われる。「起訴審査」と呼は守れる段階で

ある。

起訴審査において検察は、江"犯罪事'丈および情状がはっきりとしてい

るか台か、証拠は権実かつ十分であるか台か、罪の認定は 11 しいか台か、

③余罪がないか百か、③刊事責任を追及すべきか育かなどを明らかにし

なければならない (96条)。審究期間は原則 1ヶ月以内であり、重大ま

たは複雑な事件については、 「月延長することができる (97条)c 

審査後、検察は以卜の状況に応じて、 (li起訴、山起訴免除、 (:llイ、起訴、

11序市充捜査のいずれかの決定を下す。起訴免除または不起訴決定が下さ

れたときは、立ちに釈政しなければならない(102条lJ4後段、 10，1条2

項)し

il) 起訴

「犯罪事実がすでに明らかにされており、証拠が確実かっ l分で、法

lこ1ftい刑事責任を追及すべきと認めるとき J (100条)は起訴を決定しな

ければならないじ起訴に際しては、閉廷するかす?かを決定する裁判所に

よる実質的な事前審杏があるため (m也事照)、起訴状とともに 1'1記

録を裁判所に提出する。

i2) 起訴免除

'lliJ法規正に照らしてJI'I罰を科す必長がない、または川を免除すると

きJ(101条)は、起訴免除の決定を下す引，なお、この起訴免除決定は、

次に見る不起訴とは異なり、「被告人の行為が犯罪を構成することにつ

いての人民検祭|況の肯定であり、また訴訟千粒の終結でもあり、それは

人民裁判所が|、したJI'Iの免除と1，'1等の法的効力を有する」{出lとされてい

るハすなわち、検祭による有罪の認定である。

(31 不起訴

rj)1引先が顕著に軽微で、危害が大きくなく、犯罪と認められないとき、

②公訴吋効がら己成したとき、ぐよヰ、i赦令により刑が免除されたとき、(心当

事苫の起訴を待ち処理すべき事件[件司卜才処理的犯罪]について、当事

出l 起Jf免除決定に対する警察による同議および何不査の請求、ならびに被育

者によるFfl訴については102条2、3頃および103条を参照されたい2

，841 間警・前掲注 (67)273頁。

北法57(3-37:;)1369 [lG4] 
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者が起訴していない、または起訴を取り下げたとき州、③被件人が死

亡したとき、⑥その他の法律または法令が刑事責伴の追及を免除すると

定めるときは、不起訴決定を下す (1J;荘、 104条)c 

141 補充捜官

起訴審査段階において、検察が補充捜査を必要と認めたときは、補充

j望台が行われる。この均台の捜也、の1:体は、検察または警察である。 補

充捜査の期間は 1ヶ月以内とされている (99条)が、起訴審査段階にお

ける補充般杏の回数についとは明文胤定がない。

田裁判

ここでは(lj省特、 (21公判、 131上訴子続、 (1I死JIU再帝査子続、 '51裁判監

督手続の順で見ていく。

il) 管轄

4級 2審終審制を採る中国では、省特裁判所を決定するルールとして

は、土地管轄と事物[級~Ul 管轄がある制{前者は原則として犯罪地

の裁判所が管軟し、例外的に「被告人屑性地の人民裁判所が裁判する右

間)当事者の起訴を待ら処理すべき事件および拷査するι要のない軽微な事件
は、裁判j可が当事者の起砕を置持受珂する(1::)条 lユ即日いわゆる 11'1Jft;事件」

であり、その捜企・起訴は25察および検察の職務外である(1riJ条 2 、 3~自) 0 

ただし、実務においては宵訴事件をありなが lろも、事祭扱いの公訴す(1~十と Lて

手続を進め、裁判所が有罪判決を「した事例もある(例えば、現行刑訴法「の

裁判例として i-Ij{i侵占業佼市議桂告訴才処理的案件」刑事審判l参考1999年

第1則42頁j:)，下がある。本件については拙稿「中国刑法における罪刑法疋土義

的命運 近代法のJ主容とIR絶 (2 .元1J北大法'宇品集52巻4号 (2001年)2.12 
~24:-l頁で検討を加えたことがある)μ

出 1 管轄の競台およひら「の解決)J法については20、21条を主主H63 なお、事物管

轄の例外として、次の18条規定がある。

「上級人民裁判所は必l立なとき、 t級人民裁判所が缶斡する 1帯刑事事引を

裁判し、または自己の管轄する l審n'J事事件を l級人民裁判所に裁判させるこ
ともむきる 下級人民裁判!肝が事件状叫が市んまたは複雑で上級人民裁判所が

裁判寸る必以があると認める I存刑事事件は、 1級上の人民裁判所に送致して

裁判よーるよう請求「ることができる J~

[lGSJ 北法~7(3. :;72) 1368 
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がより適切であるときは、被干ヰ人居住地の人民裁判所が管轄することが

できるJ (19条j。後者は、事件の内容により l審裁判所の審級を分ける

やり方である(J4~17条)、具体的には表 1 ~ 2のとおりである、

1 '帝

基層裁

'1'裁

通常事件

表 1-2 事物管轄対応表

事件内科

(1)以革命事件、 G2)相期懲役固化刑を言い渡「通市事件，117:、

}C~J，<外事刊

高裁 |全省(直轄巾、自治医)的な重大事件以j

最高裁制)I令国的な市火事件

8ii 原文は[判処祉期徒刑、死刑的世j固刑事案件]であるが、最同裁・最肖検

警察部「刑iJ、および刑事訴訟U、だ地におけるいくつかの間題に閲する連合通知」
(1979イ1'12JJ1711)では、[可能tlJ処燕期徒刑、死刑]とされており、実務で

は Cj[早期l懲役または化刑を弓い波す"J能性のある」事件が'1'裁の管轄とされたい
訓， 1日刑訴法卜において、竜太事刊が 体何を指すのかは明らかではないごな

お、警察の内部凱定である警察部 CfflJ事捜査部門が担当宇る刑事事件およびそ

のよ案基準ならびに管珂制度に悶「る規定J(1979年12月24日) 2条によると、

22祭では次の事件が l重大事件」とされる。すなわち、必殺人(行為の結果と

して)j'文化・豆傷、吾、l公私的財物100JG以トを強経L、もしくは凶器を持って

部屋に押し人って強取し、または主阪を負わせた省、 I爆破、放火、川本、毒

物混入により重傷を負わせ、も Lくは化亡させ、または財物1000710以卜の晴夫

を生じきせ、もしくは食料、綿花500kg以上を投棄した折、④公私的財物I川10

πt:u、食料SOOkg.1:'-t I、食料切ボJ5トン以 1または布切ね 1Jj 尺以|を窃~)(
L、詐取し、強奪[拍奪JL た者、:~~)婦立強必のRf遂またはk児dzi主、:長人を

故意に↑耳古し、よって死亡させた省、ふ連続して婦女を傷古 殺古[残古]し

た者、::"$)人を拐取完口L、情状および結果が白々しい者、(言〉投機空取日|による

利益が5肌)0元以上の省、 tlT10α)元以上を喝取した省、 11人型の機械を担壊し、
もしくは農耕用家畜3匹以|を殺し、またはその他のh法により集同の'1産を
依壊し、jO接「内損失がI削10冗以上の折、⑬アヘン、ヘロイン、モルヒネその他

。〉麻柴を製造、販売、運搬した缶、 <B華倍、件港、マカオのIriJI出または訪中外
国人の人身を傷害し、またはその財物の損失がわりあい大きな者、である c ま

た、主人事1'1よりも引質がけ1々 しいものとして「特人事nJという概念もあるれ
これについとも同条が規定するが、ここでは割愛する。
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11! 0)管轄に従Lミ枚察は1審裁判IJjj庁に公訴を提起する。 1審裁判所は、

「 公訴が提起された事件について審査を行った後、犯罪事実が別ら

かで、証拠が十分なものについては、閉廷して裁判lを行うことを決定し

なければならない}主要な事A天が不明で、または証拠が不|分であると

きは、人民検察院に仙充根交のため尤し戻すことができる c 刑罰1を科す

必要のないときは、人民検祭院に起訴の取下げを詰求することができる」

(108条)c ここでの審杏は同条の内容から分かるように実質的審査であ

る。また、「人民裁判所は必要なときは、検証、検査、捜索、押収およ

び鑑定を行うことができるJ (10日条九なお、補充J聖杏の回数について

明丈規定はないc

刷廷を決定した場合は、 110条 i虫干干号所定の裁判前不備に移る c こ

こでは、必合議休の構成員の確定、〈ミ検察の起i利先日警本を遅くとも閉廷

7日一白まで被告人に送達するとともに、被白人に弁護人を依頼できるこ

とを告知し、また必要なときは被肯人のために弁護人を指定すること、

③閉廷の期日および場所を閉廷3日前までに検察に通知すること、必当

Tト者を子守口典し、弁護人、証人、鑑ど人および通訳に通知し、子守喚状およ

び通知書は遅くとも閉廷3日前に送達すること、 ::0裁判を公開する事1'1
については、まずjF件名、被告人の氏名、閉廷の期Hおよび場所を公'J、

宇ること、の5占を行わなければならないの弁護人はこの段階になって

初めて法的松拠のある弁護折助を開始できる。なお、中1"1では弁護モ{i';

t里の原則がJぶられておらず、弁護上以外にも人民団体もしくは被岳人

の所属先が推薦した者、または人民裁判所が占可した市民、および仰E

なお、現行~IJU、下におい亡は、 68条 l 項所定の刑罰減免申出である「大きな

功績J[1ft よ立J)JJの史件のひとつとして、「他人の-If!大犯罪lJ為を通報し、ま

たは告発し、制査により事実であることが伴かめられたとき」が句、げられてい

る(最高裁「向円およびJ)J績の処珂におけるリ、悼の具件的運用の若干の問題に

閲する解釈J 7条I項)。ここでいう l重大犯罪」とは、 I(京目IJとして、被疑占

または被告人が皿JilJ懲役以トの刑罰に処される口J能性があり、または当該省、

山治区もしくは直轄市内、もしくは全凶範凶でわりあい大きな影響力がある」

ものをJRすとされている(同条2項)c 

約 J最高裁の判決または裁定は終審判決である (143条)η
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行人の綱類または監議人が弁議人となることができる (26条 2 、 3~) :仲。

表 1-3 受訴裁判所の構成

判事 i名および人民参審員 21;による作品体(ま

某屑裁・中裁|たは判事のみ

1審車計此な刑事事件は判事l名による単独体

高裁・最高裁

2審

判事1名ないし日名および人民参審R悦)2名ない

し1t，による台議体
判事3名ないし 3名による合議イイλ

*カ yコ内を除き、 18川訴法111日条 1， 2， 4 J以に上る

受訴裁判所は、 l名の判事または複数の判事、人民参者員からなるじ

具体的には表 1-'1のとおりである(なお、「判事補は判事に協力して

職務を遂行するじ判事補は、勤務裁判所長が提案し、裁判委員会が採択

した伶、臨時に判事の職務を代行することができるJ (裁判所法'17条 2

項)) ，. 

公判子続においては、公訴人たる検察官が起訴状を朗読した段、 H止拠

調べが始まる。公判l干統は版権T義的に進められ、証拠調べも例外では

ないれ例えば、最初に被告人に質問するのは裁判官であり、公訴人、被

当者等は、裁判長の許可を得て、被告人に質問する (114条)。そして、

I州ただし、弁護人が弁註+である場企([弁点律師]戸以 l、l弁護一軒弁護人」

と呼ぶ)とその他の場合ごは、弁護活動に対する制限が異なる iL胤定ト、前

首は当ク人に事判記録の閲覧および拘禁中の被山人との長見交通が認められるこ

ととなっているが、 f走者については裁判所の許叫が必要となる (293記入

，9い裁判19j法111条 2J頁前段は、「人民裁判川lがl官事件を裁判『るときは、判

事がイ干議体を組織し、または判事および人民参審員がfTp主体を組織して行う」

とj晃JLする A 本規定は、「主質的に!fIJj1訴訟J、10;)条を改正した 1審手続の合
議体は従来の『主主帯台議制「の形式から、ョ判事台議制』およびョ主主存台議制』

の2組類にノ生わった」と許されている(111端ーは同 l刑事訴訟i1、教杭dI (111同政

法人干w版社、 lS同年)48員jっ
山 j 人民参審員[人民陪審員]は選挙権ー被選挙権を有する渦23歳以|の市民

からi亙ばれ(裁判J9j-法3P条1J.R)、職務執IJに際しては、「判事と|司等の権限を

布寸るJ (105条31!'()。
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裁判令が物証を提示L、当事者に弁別させるべきとされる(116条)。証

拠収集は警察官や検察官のみなら「、裁'['IJ官の責務でもある (32条)c 

また、当事者の弁論は証拠調べが終了した後に口J能となる (118条)。

手子議体において意見が分かれたときは、少数が多数に1ftわなければな

らない (106条前段)。なお、「およそ重大または難解な事件について、

所長が裁判委員会の討議に刊す必要があると認めるときは、所長が裁判

委員会の決定に委ねるためその討議に{寸れ裁判委員会の決定について

は、合議体は執行しなければならなしミJ (107条)とされ、法廷のみで裁

判の決右がつかないことが法的に制度化されている(裁判;委員会討議

制)c また、法律上の制度ではないが、所長・延長が判決を事一前に審杏

する所長審査制もあることを付言しておく υ 裁判所内部川で裁判に対

して二重の統制]が敷かれているのである(両者については6.2.1で改め

て取り上げるん

公訴事件の審1早期間については、「受1印後 1ヶ月以内に判決を百い波

さなければならず、遅くとも 1ヶ月Tを超えてはならないJ (125条)さ

れ亡いる。ただし、期間を徒過した場合の法的効果については規定され

ていないじ

(31 上訴干続

日本では上訴先の審級により上訴の名称がilT!なるが、巾固においては

誌が上訴するかにより名称が異なる。すなわち、被告人などによる上訴

は[上訴]と、検察による上訴は [liL訴]判1と呼ばれている(灯、下、前

者を「上訴」と、 j走者を「ブロテスト」と|呼ぶ)c 

上訴・プロテストは、判決存を受けlほった翌日から 10円以内(裁定の

均台は 5tI以内)に 1紋トの裁判所にこれをする (129条1項、 130、131

間 l ここご「裁判j町内部」というのは、とりもなおさず「裁判所外部」にも裁

判lに対する下渉が存ιしているからである。それは|級裁判所、地方党委員会
および地方れ政機関であるはこの凸、については6')で改めて詳述するυ

:，0_'1
1 [+克訴]は検察による上訴に対する呼称には限られず、本来的には法律監

督機関である検祭カ刻、律取督として裁判所に対してなす訴訟行為の呼称であ

る r そのため、 (6) で見る検察による裁判監骨の4-I~ても WCJlf J と呼ばれて

いる〔本摘ではこれも「ブ口テスト」と呼ぶ一

[169J 北法~7(3. :;68) 1364 
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条)，gに上訴理由に特に制限はない、他方、プロテスト理南は「同級人

民裁 1'1)所のl審の判決または裁定に確かに誤りがあると認めるとき」で

あり、この場合、プロテストの巾立てが義務づけられている (1:;0条し

なお、 U&検察院が十級1Dt察院のプロテストを不斗と認めたときは、そ

のブロテストを取り下げることができる(J33条2JJ!)じ

卜記法定期尚内に卜訴・ブロテストの中~てがなされなかった場合、

1該判決・裁定は法的効力を生じ[発生法律効力]、執行に移される (151

条 l刻、2JJ'!1 i';) (以上、法的対」力を生じた判決・裁定を「発効判決(・

裁定)Jと昨ぴ、法的効力を生じることを「発効する」と表坑するいヘ

なお、終審の判決・裁定および以 1'141で見る最同裁(両裁)に前 IrJされ

た兆I1リ(死緩)判決も発効判決・裁定である(同項2、3-jナ)c 

2審では 1審判決が認定した事実およひ、法律適用について全出的に審

査を行わなければならず(夜帯制)、しかも上訴またはブロテストの範

凶の制限を受けないc また、共犯事件について 部の被告人のみが卜訴

したときには、「事件全体について祥査を行い、 折して処理しなけれ

ばならなしリ(134条し

上訴のみの場合は不利益変更禁止の原則([上訴不)IITIIIIlと呼ばれて

いる)が働くが、プロテストのみ、または上訴とプロテストが同時にな

されたときは、この限りではない(137条)c 2審も '1ヶ月以内に結審

しなければなら「、遅くとも 1ヶ月半を超えてはならなしり (142条)と

されている快目闘をN~過した場台の法的効果について規どはないん

(11 死111)時審査干続

先述(1，2， 1) のように、即時執行記刑については最高裁の許叫が、

また死緩についてはl匂裁の許可が必2さである([日刑法43条 2Jj!) c 本子

続は、「少殺」政依(化刑を肢絡に抑制 tる)徹底の重要な桁間および

川 l 見体的な中止手続については、このほかl:l2、13:，条 1項もあわせて参照さ

れたし、。

{川J 中国法の「発効」は日本i去の，(判決の)確定」と誤解しやすい概念である A

両者を厳すlにい別しなければならない理由については、滋賀舟ィ古代中凶の

iJ、と裁判， (創主主|、 1984-1f-)255-257頁を参照されたいハ

北法57(3-367)1363 [170j 



ー込 門

i附，，'己

誤判による死刊[錯殺]の防I1に不可欠な保証であるといわれている 8，:，

そのため、死刑については通常の2審千続に加えて、最ltJ裁(またはltJ裁)

の子エツクを入れるために、わざわざ化刊再審査手続が設けられている

のである c 具体的には以卜の 3パターンの子順で死刑の許可を求めるこ

とになる。

ぬ'l'裁が1審にて死刑['IJ決を十した場合に、被告人が k訴しなかった

ときには、高裁の審査は審ではない)を経て、これが最高裁に詐ロlを

請求する c 品裁が同窓しないときは、破棄R刊lまたは予告し戻すことにな

るハ

直〉両裁が1審にて死刑判決を上した場合に、被白人が卜訴しなかった

とき、およびこれが2脊にて兆1111判決を下した場合には、これが最高裁

に計りをE古求する〔

長〉巾裁が死緩判決を下したときには、高裁に存可を求める (14:5、 146条)じ

日裁判監督子続

JS:判'lf.i骨子続とは、「再審子続とも呼ばれ、人民裁判所または人民検

察院がすでに党効した判決または裁山について、ポ実認にまたは法律適

用において確かに訣りがあると認めたときに、 i法夫に従い再ぴ審」用甲するよ

う申しιてる干i統売をJ指骨寸 J(U州)
主品及!i.定を是正し、事刊が正しく処I早されるようにし、犯罪声を的確かっ効

果的に懲らしめ、主主雫のえん罪をH青らし、ひとりもえん罪にせず、また

ひとりも逃がさず、罪t~当の処罰を朴し、事完に基ついて真岬を追求す

る[実ポ求是JJ '引いこととされている。

111刑訴法における裁判監督手続に閃守る規定を要都Jずると以下のよう

になる (149、150条)c 

裁判監降の提起主体は裁判所および検察である。当事苫干その親族、

さらには一般の市民も、裁判所または検察に不服を中しすで(以れこ

れを「巾副長」と呼ぶ)、裁判監督の提起を求めることができる(148条)、

問 l 中』λ政法幹部学校刑法刑事JJi.âí~法救叫室・前掲出 (68) 3ω~391 tf 

州陶宅ー前J司所 (67)3'10頁〔
{仰J土凶相目前掲t主 (66):m頁。

]
 
-
F
t
 
i
 
[
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しかし、提起するか百かの判断は、巾訴を受理した裁判所または検祭に委

ねられているコ裁判所が理由ありと認めたときは、白'I'IJまたは卜級裁判所

に再審を命じ、検察が理由ありと認めたときは、プロテストする、

裁問肱督。)提起.'I'.1本およびその対象の対応、関係は以|、のとおりであ

るハすなわち、①上級裁判所は下級裁判所の発効判決・裁定に対して、

②卜級検察院は卜総裁判所の発効'I'IJ決・裁定に対して(フロテスト)、

③裁判所長は勤務裁判所の発効判決・裁定に刻して (lU(1'、それぞれ裁判

耽督を提起する c

裁判I監告の土、j象は、「すでに発効した判決または裁定」であり、提起事

山は、「事実認定または法適用に確かにまlりがある」ことである。なお、

裁判監督手続には時間的制約はなく、 d市に「蒸し返す」ことが可能であるじ

裁判耽督子続により再審するときには、別個に合議体を組織して裁判

をj丁うひ l福で発効した事件については l審子続に、 2者で発効した事

件については 2審手続に照らして進められる。

1.3.2 現行刑事訴訟法期(1997年以降)ー主な改正点

木項ではliij項の分類に従い、 1997年 1月lけに施行された現行川訴法

の主な改正点を兄ていく (本尽におけるカ yコ内の条丈は、特に注記が

ない限り現行法のそれを指す)。

I 捜査

IU法下では被疑者と被岳人が区別されず[被告人]と総称されていた

が、現行法では捜企段階で被疑者[犯罪嫌疑人]、起訴後は[彼告人]と

区別されるようになったcこれ以外の主な改正点は):)，下のとおりである。

11 ! 逮捕についてc刑訴法改11をもって収容審官制度が廃止されたが、

それに伴い逮捕も従米の)[)('符審査を取り込む形で修正が加えられた (IU!'，

U∞ この場合、 JIi:刊所長が裁判委員会の処理に付すこととされてしミる口

w， この占については、凶'1'・M'J伺日 li8)318-319頁を参l附されたい。また、
収作者存はなくなったが、労働矯止がその代替措聞になっているという指摘も

ある(張料彦 l作為I[活事実的刑罰」北早大学法学院編「潤物能戸 北京大

学U、学院r'r年院座主存之刑事ー{三化日刑事政後JI叫、伴出版社、 2005年)2S的頁ハ

北法57(3-36;))1剖 i [172] 
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(61 条6、7サlcすなわち、「被疑者が真実の氏名または住所を言わず、

は元が不明であるときは、捜也、のための身柄拘束期闘は、その者のは元

が則らかになった円から起算ナるJ(128条2JJ!前段)と。

(2! 勾仰についてc 勾悼の要件が「犯罪事実を証明する証拠があり、

懲役以上の刑罰を砕する口J能性のある被疑者または被行人について、保

釈または住居慌制などのh法によっても、なおや十会危険性の禿牛を防止

宇るに|分ではなく、主j留の必要があるとき J(60条1ユl'!)に改められたU

警察における勾留請求期間は旧法と同じく原則で最大7日であるが、逃

亡しながら犯行を重ね、何度も、または1ft党を組み犯罪を行った重大な

被疑者については、初日まで延長できるとされた (69条 2取)。また、

検察における勾留承認脊査期間が3円から 7円へと延ばされた(同条3

JWc 

1.3! その他。「被疑者は捜査機関による第 l[cJJUの取調べの後、また
は強制処分をほられた日から」、弁護上を依頼することができるとされ

た(96条l項1段)υ捜査段階から弁護寸?を依頼できるのであるcこの，白、

捜杏段階ごは弁護上の[介入]を排除していたIU法とは大きく目なる。

ただし、この段階における弁護ートの役割は、法律相談、申訴もしくは告

訴の代用、または保釈の巾請に限定されている。

なお、取秘権および違法収集証拠については、|円法と 1，'1械の規正が設

けられている (4:l条2段、 9::;条2段)(102}つ

E 起訴

!日法においては、起訴に際して起訴状と 件記録を裁判所に提出して

いたが、現行法においては、起訴J犬と祉拠口録、祉人名簿、主な祉拠の

謄本または乃真を提r'Hするものとなった (150条)。

起訴免除が隣I1され、検察における起訴審査の結果は起訴、不起訴ま

たは補充捜去の 3通りになったc 起訴の恭牟については「犯罪事実がす

1山 なお、現行刑訴訟施行後に同された段而裁「一刑事訴訟法」の実施におけ

る-:0一「の問題に闘する解釈J(1998年6月29H) 61条は、 1... 違法な厄法で得

た訓人の訓、被吉者の陳述、被告人の供述は判決[定案]の根拠とすること

はできなし冶」とした(この点についてはョ現代中国法JI lS8~ HiO頁参照入

[173J 北法~7(3' :;(4) 1360 
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でに明らかにされており、証拠が確実かっ l分で、 j去に従い刑事責任を

追及すべきと認めるとき」と明文胤定された (141条j。また、不起訴の

要件は111法とほぼ同じであるが、現行法においては補充抱査を経てもな

お証拠が不足するとされるときも不起訴としなければならない (140条

4 J買)。なお、不起訴処分慢であっても、再起訴はロl能である 1川ハまた、

補充捜清うは 1回につき 1ヶ月以内、また 2回を限度とするとされた(同

条3J頁)。

弁議人を依頼できる時期が半まり、被疑者は起訴審査のために検察に

送致された円から弁護人に弁護を依頼することができるυ また、検察も

起訴審杏のために事件資料を受け取った日から 3日以内に、被疑者に弁

護人依頼棒があることを告知しなければならない (33条九弁護人とな

り得る者は旧法と同様である dO'1)

田裁判

1.11 公判j前半岸査についてc 起訴受理後、「起訴状に明らかな犯罪事実

の記載があり、かつ、祉拠の円銀、民止人名符および主なH止拠の謄本また

は半兵が{寸されているときには、公判の開催を決lじしなければならない」

(150条)とされ、 IU法とはilfJなり形式的要刊を充たしきえすれば公判

が聞かれるよう改められた。

12) 公判子続について。公判子絞に当事者主義的要素が取り入れられ

たことは、刑訴法改11の最大のH干ーといっても過百ではない。閉廷後公

訴人が起訴状を朗読した絞、まず被告人または被芹者に公訴きれた犯罪

について陳述する機会が守えられている 々で、「裁判[ゴは被告人に質

問することができるJ (155条)とされた点は象徴的であろう。また物祉

は当事者が法廷に提小すべきものとされ (157条円l[j支j、証拠訓べが終 f

1川 c小起訴の訴試終結効力は相対的である」といわれている(女惇・銭肪

徐鶴崎 T公詐巾I1主主主虫干主 WJ41出版社、日川2年)28:1頁)ベ
は川 i口法においては、弁護一軒弁護人以外の弁護人が事件μ己主止などを閲覧する

際には裁判所の許可が必要とされていたが、現行iJ、では起訴審斎段階から弁烹
活動を行うことが認められたことを受け、起Jif.i持ft段階では検察l二、起訴後は

裁判所に許UJを求めると改められた (3E条し
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したかにかかわらず、当事者は裁判長の許ロjを何て、証拠干事件の状叫

について弁論することができる (1ω条前段)。

1:1 i 裁判委員会討議制についてc 111法では、所長が事件を裁判委員会

の討議に利託するかを決定したが、現行法では台議体が所長に請託した

後、所長-j/'-:裁判委員会に付託するかを決定することとなった (149条2

段)c 

11i 審理期間について。審理期間はIH訟と同じく、原則として受浬後

遅くとも 1ヶ円半以内に判決を i、さなければならないとされている。た

だし、 JJI，行法においては、 126条所定 1山の要件を充たすときは、高裁

の決定・示訟によりさらに 1ヶ月延長宇ることができる(168条 1JWc 

1.4解釈制度

中団法において「解釈」という場合、それは日本で通4市いうところの

解釈、 tなわち裁判官が裁判において法律を適用する際に行う解釈だけ

にとどまらないし中国法にはさらに、「立法解釈」、「司法解釈」、「行政

解釈」と呼ばれる制度が存在する 1(6)

これらは学説上のl呼称であり、それぞれ全1"1人大常委会「法律解釈治

動強化に関する決議J (1981午6打10日採択・施行) (以下、 '81午解釈

決議」と略す)(1(17)がどめる次ので体による「解釈」を指す。すなわち、

立法解釈は公国人λ書委会が、司法解釈は最高裁・最高検が単独または

連名で、そして行政解釈はド|務院--t管部門が行う「解釈」を指してい

る。以下では、立法解釈と司法解釈について簡単に説明しておこうっ

iIU:J) 126条が定めるまZ件は、父通が摘めて不便な辺部な地区の市太ハード

ケ」ス、必重大な犯ザ集同事件、必逃亡しながら犯行を重ねる重大ハ」ドケ」

ス、任)犯罪が広い範囲にわたり、 ~IE拠収集が回新なE大ハ ドうースごある{

これは役に2.1.3で見る期限延長措置を取り込んだものと与えられる。

il川寸法解釈については「でにも1制高 r111 阿におけるす法解釈出発化の背景

刑法の立法解釈を素材として 」社会体制と法4号以)03年)87良以|で論じ

たことがあるため、本日ではこれを引用する形で説明していく 2

lο7) 1円法として全国人/ピ市委会「法伴肝釈の問題に関する決議J (1955年6月

2311 採択)があるが、本稿で取り上げるげ法解釈および可法解釈のほとんどが

本決議の下で制定されたものであるため、割愛「る A
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立法解釈は、法律上「法律解釈」と呼ばれている。立法法 (20(均年 3

月15ti採択、|口l年 7月 1tI施行)42条は、「法律解釈権は全わl人民代表

大会'市務委員会に属ナJ (1 J買)とし、立法解釈が全国人大サI委会の専

権事項であることを明jJ、した卜で、寸法解釈を行使する事由を必「法律

の規定について、具イ本的な意味をさらに明確にする必要のあるとき J(2 

項 1号)、必「法律制定終に牛じた新たな状況について、適JIJする法律

の根拠を明確にする必要のあるときJ (同項 2-jナ)と定めるじ⑦は日本

で 般的にいわれている「法の窓l床内容の説明」という:C;;Ii;ドでの解釈に

相、1'，する U 他方、③はとのように法律を迎用するかについての指示であ

る¥108" 後('1.3.2参照)に検討する刑法についての立法解釈は、内容卜、

③にカテゴライズされると考えられるu そして、立法解釈は「{去律と同

等の効力を有する」とされといる(同法17条九

次に、司法解釈について見てみよう U 上記決議は、「およそ裁判所の

裁判活動における法律または法令の具科、的運用の問題については、最高

人民裁判所が解釈するυ およそ検察院の検察活肋における法律または法

令の具体的運用の間垣については、最高人民検察|完が解釈する。最高人

民裁判所と最高人民検察院の解釈に原則的な相注があれば、全1"'1人民代

表大会常務委員会に報~'Lて解釈または決定を求める J(2 条)と定めるれ

つまり、司法解釈とは、最高裁(最高検)が裁判m動(検察m動)にお
ける法の具体的運用の問題についてなした「解釈」である。事がJ主半IJ活

動と検察JI日開Jに及ぶ場合は、最高裁と最高検(以卜、「岡高」と総称する)

の連名で司法解釈が行われることもあるuω コまた、岡高の問で解釈に

"崎劉明利編『立法学， (111 東大学山版社、 2川)2年i214~215頁は、その児休

例として、予宇治作民の阿籍について、如何に阿籍法を適用するかについて定め

た「ヨ国籍法巴を香港特別1J政区c丈施する陪?のいくつかの問題の解釈J (1S附6
1lS)jLill採択jを挙げる。

け川行政解釈のァド体である警察部や司il、部が加わり、両両と連名で同される

解釈丈書もあるつこの場合、当該文書を何と呼ぶかについて定説はないようで

ある。なお、裁判官は最同検の司法解釈があったとしても、「これを根拠に犯

罪認定 菅刑を行ってはならなしミ」とされている ('41 人民法院能有季田最

両人民検察院的戸J法解釈定罪量刑つ」最尚人民法院{人民司法〉編輯部編宮司
法f口箱集(第3軒). (人民法院出版社、 2削)2年)47 -48頁んしたがって、受
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原則的な相通があるときに、全国人大サ;委会に解釈(~立法解釈)また

は決定(~寸法)を求めるのは、|日l じく C"J法」とされる両者では決着

をつけることができないため、より上位にある令国人大4日委会の判Iliiを

仰がなければならないからである。中川ィ去の定める終局的な法解釈権者

は、司法ではなく、全国人大叶;委会=国家権力機関にある (11(1， 

司法解釈として党せられる長白J裁の丈吉(1I~J\で行われることもある)

には、お制定訟の 部ないしは全体に対してその憲味内科を説則する細

則的なもの、 GD両裁からの法f了解釈についての照会に対する回持、③戸l
法行政的なものゆlえば、民事訴訟の訴訟費用徴収について定めた最高

裁裁判委員会「民事訴訟費用徴収解法(試行)J (19創作自け30日))の

3パタ ンに分類することができる (111'υ1997年7月1円に施行された

「司法解釈業務に闘するι干の胤定J 4条によると、およそ最両裁の戸l
法解釈は「法律と同等の効力を有する」υ

なお、 什及裁判所・検察院への業務命令(例えば、「法に従い主主主に

かつ速やかに」裁判せよと指示する等)といった性格の丈書もあるυ こ

れについては、法の「具体的運用の問題」についての解釈と呼ぶべきか

には疑問があり、また誤解を招く元ともなりうるため、本稿では「通達」

と呼ぶことにする(司法解釈そのものを「通達」と把握した方が読芦に

は分かりキすいであろうが、中|主|ではくむから③を「司法府釈」と呼んで

いるため、本稿では「司法解釈」と呼ぶ)。

け取る側にとっ亡亘要なのは、当該文書をイ"1と呼ぶかではなく、自己が所属す

る系統の最高機関(例えば裁判(¥なら最高裁、検察Hなら最高松)がでの主胃

を発したかどうかであると与えられる一またそのため、他の阿家機関と歩出を

合わせる巴要がある場合には、連名で司法解釈.1，政解釈が出されるのである

(戸伊君・陣全剖 l司法解釈論析 悶於伝統戸j法解釈理論的 点思4"J政法論
情1994年1)自135頁参照)。

¥110) m竹恥ョμj法解釈論， (中国政法大学出版社、 19%年)264l'!ひ
'" 以!の分額については、長志銘 l法律解釈操作分析~ ( I 11同政法大d了間版

社、 199民年) 225~227頁を参照した{
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